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原子力安全委員会 原子力安全基準・指針専門部会

第２回会合議事次第

１．日 時：平成１８年５月１９日（金）９：３０～１２：００

２．場 所：原子力安全委員会 第１、２会議室

３．議 題：

（１）部会長の互選等について

（２）各分科会における審議状況について

（３）その他

４．配付資料

基指専第２－１号 原子力安全基準・指針専門部会構成員

基指専第２－２号 耐震指針検討分科会報告書－耐震設計審査指針の

改訂に関する調査審議について－

基指専第２－３－１号 各種指針類における耐震関係の規定の改訂につい

て（案）

基指専第２－３－２号 現行の各種指針類における耐震関係の規定につい

て

基指専第２－３－３号 各種指針類における耐震関係の規定についての現

行指針及び改訂指針案の比較（説明用）

基指専第２－４号 耐震安全性に係る安全審査指針類について（案）

基指専第２－５－１号 沸騰遷移後燃料健全性評価分科会報告書

基指専第２－５－２号 沸騰遷移後燃料健全性評価分科会報告書について

参考資料１ 原子力安全委員会専門部会運営規程

参考資料２ 原子力安全基準・指針専門部会運営要領
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出席者

●専門委員

青山 博之 石島 清見 入倉 孝次郎

久木田 豊 草間 朋子 小佐古 敏莊

小島 圭二 代谷 誠治 住田 裕子

竹下 功 武田 邦彦 田中 知

田中 康正 平野 光將 △藤城 俊夫

藤元 憲三 ○矢川 元基 山内 喜明

山脇 道夫

注）○：部会長（本会合において互選により選出 、△：部会長代理）

●原子力安全委員会

鈴木 篤之 早田 邦久 久住 静代

中桐 滋

●事務局

片山正一郎 水間 英城 中矢 隆夫

吉田九二三 山本 隆 島村 邦夫

蔵本 賢一 前田 洋介
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午前 ９時３０分開会

○藤城部会長代理 予定の時間がまいりましたので、事務局は定足数の確認をし

てください。

○水間審査指針課長 おはようございます。それでは、事務局から定足数の確認

をさせていただきます。

原子力安全基準・指針専門部会の構成員は、担当の原子力安全委員を含めまし

て２９名でございます。構成委員の３分の１以上の出席により会合が成立するこ

ととなってございますので、１０名が本専門部会の定足数でございます。現時点

で、原子力安全委員も含めまして１６名の委員の皆様にご出席をいただいており

ますので、定足数に達してございます。以上でございます。

なお、本専門部会の部会長を務めておられました中澤先生が３月１０日にご逝

去されたため、現在、部会長が空席という状況でございます。したがいまして、

部会長が互選されるまでの間は、専門部会の運営規程に基づきまして、部会長代

理であられます藤城先生に議事進行をお務めいただくことを冒頭ご案内申し上げ

ます。

それから、卓上のマイクについてお願いを申し上げますが、お一方に１台ずつ

あるわけではございませんが、この議事の進行役の指名後、手を挙げていただい

て指名された場合には４番という番号を押していただいて、そうなりますとマイ

クのスイッチが入ります。発言が終わりましたら、５番を押していただくとオフ

になるということでございます。前と勝手が違うかもしれませんけれども、よろ

しくお願い申し上げます。

以上でございます。

○藤城部会長代理 ありがとうございました。それでは、原子力安全基準・指針

専門部会第２回の会合を開催したいと思います。

本会合は公開で行っておりまして、発言内容は速記録に残すことになっており

ますので、ご発言が重ならないように、進行役の指名の後にということでご発言

をお願いいたします。

なお、ただいま事務局よりご紹介がありましたとおり、部会長を務めておられ

ました中澤先生がご逝去なさったために、現在、部会長の席は空席になっており

ます。したがいまして、部会長が互選されますまでの間、私が議事進行を務めさ
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せていただきます。

中澤先生は、３月急逝されましたわけですが、この場をかりまして心から哀悼

の意を表したいと思います。

それでは、事務局より配付資料の確認をお願いいたします。

○事務局 それでは、議事次第に基づきまして、お手元にお配りしました資料の

確認をさせていただきます。

まず、お手元にお配りしました資料ですが、まず資料の一番上に、本日原子力

安全基準・指針専門部会第２回会合の座席表をお配りさせていただいております。

座席表の次に、原子力安全委員会原子力安全基準・指針専門部会第２回会合の議

事次第をお配りさせていただいております。議事次第の次でございますが、配付

資料といたしまして、基指専第２－１号「原子力安全基準・指針専門部会構成

員」の資料でございます。続きまして、基指専第２－２号「耐震指針検討分科会

報告書－耐震設計審査指針の改訂に関する調査審議について－」でございます。

続きまして、基指専第２－３－１号「各種指針類における耐震関係の規定の改訂

について（案 」でございます。続きまして、Ａ３横の資料になりますが、基指）

専第２－３－２号「現行の各種指針類における耐震関係の規定について」でござ

います。続きまして、同じくＡ３横の資料でございますが、基指専第２－３－３

号「各種指針類における耐震関係の規定についての現行指針及び改訂指針案の比

較（説明用 」でございます。続きまして、またＡ４の資料に戻りますが、基指）

） 。専第２－４号「耐震安全性に係る安全審査指針類について（案 」でございます

続きまして、基指専第２－５－１号「沸騰遷移後燃料健全性評価分科会報告書」

でございます。続きまして、基指専第２－５－２号「沸騰遷移後燃料健全性評価

分科会報告書について」でございます。

続きまして、参考資料として２つほど用意させていただいております。参考資

料１が「原子力安全委員会専門部会運営規程」でございます。最後に参考資料２

といたしまして「原子力安全基準・指針専門部会運営要領」でございます。

また、先生方のお手元には、安全審査指針集をお配りしております。この指針

集につきましては、会議の後回収させていただきますので、お持ち帰りにならな

いようお願い申し上げます。

本日の資料は以上となっております。
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○藤城部会長代理 お手元の資料に不足はございませんでしょうか。よろしいで

しょうか。

それでは、議題に入ります前に、４月１７日付でございますが、鈴木原子力安

全委員が新たに原子力安全委員長に就任なされました。また、新たに同日付で中

桐原子力安全委員が就任されたとのことでございますので、鈴木原子力安全委員

長及び中桐原子力安全委員から一言ごあいさつをよろしくお願いいたしたいと思

います。

○鈴木安全委員長 ご紹介いただきました鈴木でございます。この原子力安全基

準・指針専門部会の先生方は、原子力安全に関する分野において、私などよりよ

ほど豊富なご経験をお持ちでご専門の方ばかりでございますが、先生方からすれ

ばまことに頼りない委員長ということかもしれませんけれども、先生方のご指導

をいただきながら精いっぱい務めさせていただきたいと思います。どうぞよろし

くお願い申し上げます。

それから、本日は、長年原子力安全委員会の懸案でございました耐震設計審査

指針の改訂のご審議をお願いしてございます。今日もご出席いただいていますが、

青山先生を中心に分科会の方で大変精力的にご審議いただいた結果について、今

日ここでご検討いただくことになっているかと思います。

またもう一つ、これはあまり耐震設計審査指針ほどは注目されていなかったか

もしれませんが、同じように安全委員会としては大変重要な検討課題と考えてお

ります沸騰遷移後の燃料の健全性評価分科会というのがやはりこの部会のもとに

置かれておりまして、これは今日ご出席の久木田先生を中心にやはり分科会でご

検討いただきましたが、この分科会の議論の結果についても今日お諮りすること

になっているかと思います。

お忙しい中、大変申しわけございませんが、どうぞよろしくご審議のほどお願

い申し上げます。

○中桐安全委員 ４月１７日付で新任となりました中桐です。よろしくお願いい

たします。

○藤城部会長代理 どうもありがとうございました。それでは、最初の議題に入

りたいと思います。まず、本専門部会の構成員、運営要領について事務局よりご

説明をお願いいたします。



- 6 -

○水間審査指針課長 それでは、ご説明申し上げます。

まず、資料２－１号をご覧ください。

前回のこの専門部会の会合は、平成１６年９月に開催をいたしましたけれども、

その後、構成員の変更がございましたので、改めてご説明申し上げます。

資料２－１号でございますけれども、まずこの専門部会は専門委員２５名、そ

れから担当の原子力安全委員４名から構成されてございます。前回からの変更点

といたしまして、冒頭ご紹介申し上げたとおりでございますけれども、部会長を

お務めいただいておりました中澤先生がご逝去なさったということでございます。

その次に、鈴木原子力安全委員会委員が先ほどのご紹介のとおり、４月１７日付

けで原子力安全委員会委員長に選出ということでございまして、この構成員から

は退任ということになってございます。それから、中桐原子力安全委員が４月

１７日付で任命されておりまして、中桐委員につきましてはその前日、４月１６

日まではこの専門部会の専門委員をお務めいただいておりましたけれどもご退任

ということになってございます。その後、この専門部会の担当原子力安全委員に

なってございますので、一番下の担当の原子力安全委員のところに名前を連ねて

ございます。それから、平成１７年４月１日付で古田照夫委員、松岡猛委員、吉

川友章委員の３名の委員がご退任となってございます。

以上が前回からの構成員の変更でございます。

次に、参考資料２をご覧いただきたいのですが、前回の会合におきまして、こ

の専門部会の運営要領というものをご審議いただきましてご了承いただきました

ので、前回の「案」というふうにつけてございました資料から「案」を削除いた

しまして、本日参考資料として配付させていただいておりますので、今後はこの

運営要領にのっとってこの専門部会を運営していただくということでございます。

説明は以上でございます。

○藤城部会長代理 ありがとうございました。ただいまのご説明いただいたこと

につきまして何かご質問等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。

それでは、次の議題に入りたいと思いますが、最初の議題は部会長の互選等に

ついてでございます。部会長の互選につきましては、議事進行は事務局の方で行

っていただくようにお願いいたします。

○水間審査指針課長 それでは、ご指示に従いまして、部会長の互選の進行を事
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務局で務めさせていただきたいと思います。

部会長につきましては、参考資料１で原子力安全委員会専門部会運営規程とい

うものがございまして、その第２条に、専門部会の構成員の互選によって部会長

を定めるという規程がございます。この規程に従いまして進めたいと思いますけ

れども、互選でございますので、まずはどなたかご推薦、ご提案等がございまし

たらご発言をお願いしたいと思います。

田中知委員、お願いいたします。

○田中（知）委員 田中でございます。私といたしましては、ぜひ矢川委員を部

会長に推薦したいと思います。矢川委員は、本専門部会の前身であります原子力

安全基準専門部会においてＭＯＸ加工指針、中間貯蔵指針、また技術的能力指針

等の数多くの指針作成に携わっておられます。また、原子炉安全専門審査会の審

査委員として１０余年安全審査に従事されていることから、各種の審査指針や安

全基準についての造詣も深いものと存じ上げております。

さらに、これまでにも原子力安全に関する国の部会や分科会等において部会長

や主査等の重責を担っておられてきたことから、本部会の取りまとめ役としてま

さにご適任ではないかと存じ上げています。このような理由から、本専門部会の

部会長として矢川委員をご推薦申し上げるところでございます。

○水間審査指針課長 田中委員、ありがとうございました。ほかにご意見ござい

ますでしょうか。

藤城委員、お願いいたします。

○藤城委員 私の方からも、非常に適任な方として矢川委員をご推薦申し上げま

す。矢川先生は、今、田中委員からご紹介あったように、ご専門は構造解析ある

いは破壊力学でありますけれども、非常に広い分野でご活躍をなさっておられま

して、非常に専門部会の委員長あるいは座長等々として非常にご経験豊かでいら

っしゃいますので、当部会の部会長として非常に適任の方だと思います。ぜひと

いうことでご推薦を申し上げます。

○水間審査指針課長 ありがとうございました。ただいま田中知委員、藤城委員

から、部会長として矢川委員をご推薦されるというご発言がございましたけれど

も、ほかにどなたかご発言はございますでしょうか。よろしゅうございますか。

それでは、ほかにご発言もないようでございますので、矢川委員に部会長をお
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願いしたいという意見で皆様ご賛同いただけるというふうに理解させていただい

てよろしいでしょうか。

では、ご異論がないということで、矢川委員に部会長としてお願いしたいとい

うことで互選をされたということで、この場の決定というふうにさせていただき

たいと思います。

それでは、矢川委員、恐縮でございますけれども、部会長の席へお移りいただ

きたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。

それでは、これ以降の議事進行は矢川部会長にお願いしたいと存じますので、

よろしくお願い申し上げます。

○矢川部会長 矢川でございます。ただいまこの部会の部会長にご推薦いただき

まして、非力ではございますが何とかやらせていただきたいと思います。先生方

のいろいろなご指導をいただきながら運営をさせていただきたいと思います。

先ほど鈴木委員長からもお話がございましたけれども、今この部会では大変重

要なテーマを扱っておりまして、今日は２つのテーマが議論されるということで

ございますが、特に耐震に関しましては社会的にも非常に大きな影響もございま

すし、この部会に課せられた責任は大変大きいものだと思っております。何とぞ

先生方のいろいろご指導、ご協力をよろしくお願いいたします。

それでは、進行に入らせていただきますが、参考資料１の原子力安全委員会専

門部会運営規程第２条によりますと、部会長が部会長代理を指名することとなっ

ております。もし先生方のご異論がなければ、現在、部会長代理をお務めいただ

いております藤城委員に改めてお願いしたいと思いますが、いかがでございまし

ょうか。よろしいでしょうか。

どうもありがとうございました。ご異議がないものとして、そのようにさせて

いただきたいと思います。

それでは、藤城先生、どうぞ一言ごあいさつをお願いしたいと思います。

○藤城部会長代理 引き続きということで指名をいただきましたので、改めて非

力ではございますけれども矢川部会長を補佐して、この部会が順調に、円滑に審

議、検討ができるように働かせていただきたいと思います。よろしくご指導をお

願いいたします。

○矢川部会長 どうもありがとうございました。それでは、何とぞよろしくお願
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いしたいと思います。

それでは、次の議題に入りたいと思います。議題は、まず各分科会における審

議状況についてでございまして、ご存じのとおり、本専門部会には耐震指針検討

分科会と沸騰遷移後燃料健全性評価分科会の２つの分科会が現在設置されており

ます。本日は、その両分科会の審議状況につきまして、両分科会の主査の先生方

からご説明をお願いしたいと思います。まずは耐震指針検討分科会からお願いし

たいと思いますが、この分科会につきましては調査審議の結論を取りまとめてい

ただいておりますので、本日はその内容につきまして分科会主査の青山委員の方

からご説明をお願いしたいと思います。

青山先生、よろしくお願いします。

○青山委員 耐震指針検討分科会の主査を務めさせていただいております青山で

ございます。よろしくお願いいたします。

現行の発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針は、昭和５６年７月に原子

力安全委員会が決定したものでございます。それ以来、２５年が経過いたしまし

たが、その間、平成７年の兵庫県南部地震、平成１２年の鳥取県西部地震等から

地震学や地震工学に関する様々な経験が得られまして、また、耐震設計技術の著

しい進歩など、耐震設計全般に関する多くの新しい知見が蓄積されてきておりま

した。こうした状況の中で、最新の科学技術的知見を反映させた耐震設計審査指

針のあり方を調査審議するために、平成１３年７月に耐震指針検討分科会が組織

されまして、同指針の高度化に関する調査審議を実施してまいりました。本日は

その取りまとめ状況について報告させていただきます。

耐震指針検討分科会におきましては、平成１３年７月から本年４月まで、４年

１０カ月にわたりまして４３回の会合を開きました。また、３つのワーキンググ

ループを組織いたしまして、合計で３１回の会合を持ちました。そして、関連す

る各分野の最新知見を十分踏まえ、必要に応じて外部の専門家の協力も得ながら

指針改訂の検討作業を鋭意進めまして、分科会としての合意の形成に務めた結果、

今回の改訂案の取りまとめに至ったものでございます。

お手元に資料２－２号として分科会報告書がございますが、その表紙の裏に目

次がございます。報告書は、１ 、２ 、３．の３つの章と、参考資料第１号か． ．

ら第５号までから構成されております。その後に別添１といたしまして、分科会
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が作成しました改訂指針案の本文・解説がついております。さらに、別添２とい

たしまして 「耐震指針検討分科会の見解」という文章が添付されております。、

これから今回の指針改訂案の主なポイントについて概略の説明をさせていただ

きますけれども、これから申し上げます内容は、もちろん報告書の中に詳細に記

述されておりますけれども、その一部につきましてはこの別添２の見解にも記述

されておりますので、ご参照いただければと存じます。

今回の改訂案におきまして、旧指針の規定内容から最も特徴的な変更点は、基

準地震動Ｓｓの策定、及びそれに伴う弾性設計用地震動Ｓｄの設定についての事

項でございます。

旧指針におきましては、設計の基準となる地震動として基準地震動Ｓ 及び
１

Ｓ という２種類を策定することとしておりました。これらは、旧指針策定時に
２

おける地震学及び地震工学的知見を総合して適切と考えられる規定がなされたも

のでございます。これに対して今回の改訂におきましては、旧指針策定以降の地

震学及び地震工学に関する知見の蓄積等を踏まえまして、旧指針における基準地

震動Ｓ 及びＳ の策定方針を統合し高度化した１種類の基準地震動Ｓｓを策定す
１ ２

ることといたしました。この基準地震動Ｓｓの策定方針についてポイントとなる

ところを基準指針案の別添１でございますが、そちらの４ページから始まります

「５．基準地震動の策定」の本文及び解説から幾つか拾ってポイントを申し上げ

ます。

まず、基準地震動Ｓｓは 「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」と、、

「震源を特定せず策定する地震動」について策定されるとの基本的な方針が合意

されました。また、従来は水平方向の基準地震動のみを評価し、鉛直方向の地震

力は一律に水平方向の２分の１として求めていたことを改めまして、水平方向、

鉛直方向それぞれ個別に基準地震動を評価することにいたしました。

「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」の策定方法については、従来の

応答スペクトルに基づく経験的な手法に加えて、最新の強震動評価法であります

断層モデルによる方法を取り入れ、両者の長所を活用することにより高度化を図

ることといたしました。

「震源を特定せず策定する地震動」の策定方法につきましては、従来、基準地

震動Ｓ の策定の考慮に含めておりましたマグニチュード６．５の直下地震とい
２
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う地震規模による規定は廃止いたしまして、代わって震源と活断層を関連付ける

ことが困難な過去の内陸地殻内地震の震源近傍における観測記録を収集して策定

する模擬地震波を用いることといたしました。これにより、入念な地質調査、活

断層調査を実施してもなお評価し損なう可能性のある敷地近傍の地震に対する万

全な備えといたしました。

さらに、将来的な課題への対応を念頭に置いた取組みとして、このように策定

された基準地震動Ｓｓにつきまして、その超過確率に関するデータの参照を行う

など、確率論的安全評価の安全規制体系への本格的導入に向けた対応を求めるこ

とといたしました。

以上が基準地震動のＳｓの策定についてであります。

次に、別添２の見解の方に戻りまして、基準地震動Ｓｓの策定に続く、耐震設

計方針に関してでございますが、耐震安全上重要な施設は、さきにご説明した基

準地震動Ｓｓによる地震力に対して、安全機能が保持されるということが基本的

な安全上の要求事項であるとの意見が多数を占めました。さらに、この基準地震

動Ｓｓに対する安全機能保持をより高い精度で確認するために、工学的な観点か

ら弾性設計用地震動Ｓｄを設定すべきとの考え方が提案され、多数の支持が得ら

れました。

すなわち、施設、もしくは構成単位ごとに安全機能限界と弾性限界の比率を考

慮して、工学的判断から求められる係数を基準地震動Ｓｓに乗じることにより弾

性設計用地震動Ｓｄを設定いたしまして、この弾性設計用地震動Ｓｄに対して施

設がおおむね弾性範囲にとどまることを確認するというものでございます。

弾性設計用地震動Ｓｄは、旧指針における基準地震動Ｓ が耐震設計上果たし
１

てきた役割の一部を担うものであるとの整理もなされております。

次に、この別添２の見解文書にはございませんけれども、指針４．の原子炉施

設の耐震設計上の重要度分類についてでございますが、施設全体の耐震信頼性を

より向上させるために、耐震設計上の重要度分類を一部変更することといたしま

した。これは、最重要分類として扱う範囲の拡張を行うものでございまして、例

えば非常用炉心冷却系の実質的な最重要分類への格上げを行うことといたしまし

た。

次に、見解文書の２ページ目にございますけれども、旧指針では、基本方針の



- 12 -

一部といたしまして「建物・構築物は原則として剛構造にするとともに、重要な

建物・構築物は岩盤に支持させなければならない」との規定がなされておりまし

たけれども、今回の改訂案においては、前段の剛構造の規定は削除することとい

たしました。これは、旧指針策定時以降、今日までにおける免震構造等に関する

設計、建設技術の進歩に配慮したものでございます。

さらに、旧指針の岩盤支持の規定につきましては、改訂案においては「建物・

構築物は、十分な支持性能を持つ地盤に設置さけなければならない」という規定

に改めました。これは、重要な建物・構築物は岩盤でなくても設計荷重に応じた

十分な支持性能を持つ地盤に設置すれば、十分な耐震安全性を確保することが可

能であると考えられること。一方において、設計荷重に応じて十分な支持性能を

持つ地盤に設置するということは 「重要な建物・構築物」のみならず、施設を、

構成するすべての建物・構築物に対する普遍的な要求事項でございますから、本

規定の対象をすべての建物・構築物とすることにしたものでございます。

次に説明すべき大きなポイントとしては 「残余のリスク」についての事項が、

ございます。この「残余のリスク」の意味合いは 「策定された地震動を上回る、

地震動の影響が施設に及ぶことにより、施設に重大な損傷事象が発生すること、

施設から大量の放射性物質が放散される事象が発生すること、あるいは、それら

の結果として周辺公衆に対して放射線被ばくによる災害を及ぼすことのリスク」

というものでございます。

調査審議の過程におきましては、この「残余のリスク」への対応方策について

の議論に多くの時間が費やされました。その結果、原子炉施設の設計には「残余

のリスク」が存在するということは分科会における共通の理解となりました。

「残余のリスク」の定量的評価につきましては、詳細設計実施後・運転開始前の

適切な時期に実施することが適当であるとの議論がなされました。

その評価方法として、確率論的手法を導入することにつきましては、手法の成

熟度に関する認識において専門家間でもかなりのばらつきや不一致があること、

原子力安全規制上のリスクに対する明確な定量的目標値が未設定であるという現

状等を踏まえまして、今回の指針改訂案には盛り込まれませんでした。しかし、

例えば基準地震動Ｓｓについて超過確率を参照することにした等、将来の確率論

的評価の安全規制への本格的導入の検討に役立つ情報については、可能な限り活
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用していくということを求めることといたしました。

最後に、今後の課題についても一言説明させていただきます。

今回の指針改訂後においても、常に最新の知見を反映した原子炉施設の安全性

確保の取り組みが重要であるとの観点から、耐震安全性の向上に対して、さらに

不断の努力が求められることは言うまでもありません。特に、客観性・信頼性を

備えたリスクの定量的評価手法の確率及びリスクに対する明確な定量的目標値の

設定が不可欠であり、関係者による一層の精力的な取り組みが必要と考えられま

す。

耐震関連の具体的項目といたしましては 「残余のリスク」の定量的な評価を、

試行的に実施して、リスク評価上重要な事象のシナリオ、及びリスク評価上重要

な設備に関する知見の取得に努め、設計体系の高度化や設計段階以降における活

用を図ることが有効であると考えられます。今後とも、評価手法の精度向上、リ

スク情報活用のための一層の取り組みが積極的に実施されることを期待するもの

でございます。

以上、簡単に説明させていただきましたけれども、詳細については事務局から

調査審議の過程における様々な意見なども含めてご説明いただきたいと思います。

特に指針改訂案の本文の規定が最も重要でございますので、事務局の説明におき

ましては、この本文のところはあえて読上げを行ってくださるようお願いいたし

ます。どうぞよろしくお願いいたします。

○水間審査指針課長 それでは、事務局でございますけれども、今の青山主査か

らのご指示に基づきまして、補足的な説明をさしあげたいと思います。

この資料２－２号でございますけれども、これは耐震指針検討分科会からの報

告書ということで本日のためにつくったわけでございます。表紙をお開きいただ

き、表紙の次が目次、これは先ほど青山主査からのご説明がございました。

この報告書というスタイルでございますけれども、これは最初、指針案、それ

から見解のようなものをまとめている分科会の検討の段階で、その審議の過程あ

るいはいろいろな意見、最終的には指針の中身に反映させなかったものも含めて、

その審議の過程を書き記すことが重要ではないかという意見が出まして、それが

分科会としての総意としてまとめられましたので、この報告書ができ上がったと

いう経緯でございます。
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まず、耐震指針と略させて呼ばさせていただきますけれども、これは「発電用

原子炉施設に関する耐震設計審査指針」ということで、現状もこういう名前のも

のが現行でございますが、昭和５６年７月２０日に原子力安全委員会が決定し、

一部改訂を平成１３年に一語だけ変えてございますけれども、この報告書上では

「旧指針」と呼んでございます。厳密に申し上げますと、現行の指針でございま

すから旧というふうに言ってしまうのは正確ではないかもしれませんけれども、

改訂案との対比を申し上げる都合上、あえて旧指針というふうに表現をしてござ

います。

それで、先ほど青山主査からのご指示でございましたけれども、後ほどテキス

ト、本文の全文は読上げで紹介をさせていただきますので、まずはこのテキスト

をつくり上げるに至った経緯的なところをこの報告書の中身でかいつまんで、今

の青山主査のお話で紹介されたところとの重複をなるべく避けてやりたいと思い

ます。

まず、申しわけございませんけれども、この参考資料が２０ページの次からつ

いてございますので、そちらの方をお開きいただきたいと思います。

右肩、参考資料の第１号と書いているわけでございまして、これは平成１３年

６月２５日に当時の原子力安全委員会からこの専門部会の前身であるところの、

今「・指針」というものが加わってございますけれども、当時は「原子力安全基

準専門部会」ということでございましたが、その部会に対して指示を原子力安全

委員会が行ったという文書で、この１枚紙でございます。

この分科会においてお願いをしていることは、一番最後の３行にございますけ

れども 「安全審査に用いられる関連指針類 、これは複数あるということでご、 」

ざいますけれども 「指針類に最新知見等を反映し、より適切な指針類とするた、

めに必要な調査審議を行い、その結果を報告して下さい 」というふうにお願い。

をしているわけでございます。 失礼、専門部会でございます。専門部会に対─

してこの指示をしているということでございます。

１枚めくっていただきまして次の参考資料第２号というのが、その指示を受け

まして、平成１３年７月３日に専門部会が、ではどのようにこの指示に対する検

討を行おうかということで取りまとめた資料でございまして、検討の対象という

ものは１．にございますけれども、原子炉施設及び核燃料施設等に関連した指針



- 15 -

類のうちということで、別紙に示す、別紙というのが右側の別紙１というところ

に列挙してございます。

その中のまずどれから検討しようかということで、右側の（１）と（２）とい

うふうにございますけれども 「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」、

と、先ほど申し上げた、これは現行のものでございます。それから（２ 「原子）

力発電所の地質、地盤に関する安全審査の手引き」ということで、これは昭和

５３年に原子炉の安全性を審査する原子炉安全専門審査会というところで内規と

して定めたものでございます。まずこの２つについて調査審議を進めると、優先

的に行うということが当時、検討の方向性として示されてございます。

なぜかというと、２．の①、②でございますけれども、現在まで実施された委

託調査等によって既に原子炉施設に関する知見の整備が進んでいたということ、

それから、核燃料施設、試験研究用原子炉施設等の耐震安全性に関する考え方は、

この発電用原子炉施設における考え方を参考又は準用する部分が多いということ

でございます。その他の発電所以外のものについては、この発電炉のものができ

上がったら、その検討結果を踏まえて検討するということでこちらの検討をまず

優先したということでございます。

「３．検討の方法」でございますけれども、分科会を設置しましょうというこ

とで、今申し上げた２つのものを分科会で検討するように専門部会がお願いをし

たということでございますから、それ以外のものについては分科会にはおろして

いないということでございます。

それから （２）でございまして、分科会の検討状況については、適宜報告を、

受けるということでございまして、何度か進捗状況の報告はこの専門部会、過去

に行われたもので、ほかの案件があった折に、その時々において報告を行ってい

たということでございます。本日のご報告というのは、その報告の集大成に当た

るものであるということでございます。

別紙の２というところをご覧いただきますと図がございますけれども、この発

電用原子炉施設の指針というのは左上にございますけれども、これはその他のい

ろいろな原子炉関係のもの、発電用のものに限らず試験研究用のもの、それから

高速増殖炉でありますとか新型転換炉、こういったものの指針類において準用す

る、あるいはそのまま使うというようなことが規定されてございますし、右側の
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方にございます核燃料施設等というところでございますと、再処理でありますと

か廃棄物埋設、あるいは廃棄物管理ということ、それから注で事務局が書き足し

てございますけれども、平成１４年になりまして、やはりウラン・プルトニウム

混合酸化物燃料加工、ＭＯＸ燃料と言われておりますけれども、これの加工事業

の指針というもの、それから金属製乾式キャスク、要するに使用済燃料を輸送す

るようなときの容器と同じようなものでございますけれども、これを使った使用

済燃料の中間貯蔵施設というものを、これを独立としてつくる場合の施設の指針

もこの発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針を引用している、あるいは参

考としている部分があるということでございます。

なお、後ほど今日の議題のこの発電用のものをやった次には、この核燃料サイ

クル関係、あるいはほかの原子炉関係の指針をあわせてどのように改訂すべきか

というような議論についてもお願いをしようと思ってございますので、後ほどの

ために今あえて長々とご説明申し上げました。

それで、その次の参考資料第３号でございますけれども、これは平成１３年７

月３日、今の基準専門部会の方針を受けまして早速分科会をつくったということ

でございまして、分科会では設置の目的、今の話を設置の目的にそのまま受けま

して、審議事項ということで（１ （２）ということで、指針に反映すべき最）、

新知見の抽出・整理、あるいは検討の結果、必要に応じて、新指針を作成すると

いうことで、本日はその新指針案のご報告ができるということでございます。

それから、メンバー表等につきましては、参考資料４が現在の最新のものでご

ざいまして、途中ご退任された専門委員の方、あるいは途中から入られた方のす

べて２２名の専門委員のお名前をここで連ねてございます。

それから、参考資料の５号ということで、日付と回数がいろいろ書いてござい

ますけれども、まず１番目が分科会そのものでございまして、合計４３回をやっ

てございます。特に特徴的なところは、第８回ぐらいからずっと確率論をめぐる

ような議論、地震ＰＳＡでありますとか 「残余のリスク」をどう考えるかとい、

う議論をかなり集中的にやってございますし、それから第１８回目、平成１７年

５月１１日開催、大体１年前でございますけれども、その辺から見ていただきま

すと月２回のペース、あるいは月によっては３回やった例もございます。という

ことで、４３回目が去る４月２８日でございますけれども、そこで分科会として
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の結論を得たということでございます。

それから、ワーキンググループというのを実は３つつくってございまして、基

本ワーキンググループ、施設ワーキンググループ、地震・地震動ワーキンググル

ープというのがございまして、それぞれ７回、８回、１６回ということで、ワー

キンググループにおいてはそれぞれの分野の知見の整理を行っていただいたとい

うことでございます。

経緯等を若干長々になりましたけれども、また報告書の本文の１ページへ戻っ

ていただきますと、耐震指針検討分科会の調査審議の経緯等についてということ

でございます。今ここに記述している中身につきましては、青山主査のお話の中

に大分入ってございましたのでここは割愛をさせていただきまして、２ページ目

が、今申し上げたワーキンググループが３つございましたということで、参考資

料の第５号の説明は今させていただいたところでございます。

それで、３ページ目でございますけれども、分科会における調査審議というこ

とで４３回やっていただきました。４年１０カ月ほどかかったということでござ

います。

結果として何がまとまったのかというと、この（３）の２つ目のパラグラフで

ございますけれども、分科会としてとりまとめた改訂指針案（本文及び解説）と

いうものが、後ほどご説明申し上げますけれども別添１、これが成果物の一つ。

それからもう一つが、指針の改訂に伴う移行時期における運用に資するための事

項及び将来の課題として、分科会としてまとめた「耐震指針検討分科会の見解」

というもの、先ほど青山主査がご紹介なさった３ページものがございます。これ

が別添２ということで、これも成果物でございます。

さらに、この分科会における調査審議の概要については、その次から記述がご

ざいます。要するに、ここから先の部分については報告書ということでご説明を

申し上げますけれども、指針そのものではないということを申し上げておきます。

それから、なお書きが重要なポイントでございますけれども 「なお、手引き、

については」と、この手引きというのは、先ほどの地質調査の手引きということ

でございますが、これについて、中身について分科会でご審議をいただきました

が、これにつきまして引き続き必要に応じ調査審議を行うべきであり、その改廃

も含めた結論は今後の議論に委ねることが適当であるということで、これは何も
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今の段階ではいじらないということでございますので、成果としてはこの３行が

あるだけということでございます。

では、２．のとりまとめに係る主要な論点についてご説明を申し上げたいと思

います。

先ほど申し上げたとおり、ここにつきましては少数意見もあえて記述をすると

いうことでございます。それから、旧指針から新指針への移行を円滑化するとい

う目的もございますので、旧指針に書いてあったけれども新指針にはなくなって

しまったと、改訂指針でなくなってしまったのはなぜかというような内容につい

てもあえて書いてございます。

まず、後ほど指針の本文を読み上げさせていただきますので、その時点でご確

認いただけるとは思いますけれども、指針のまずこれは何のためにつくるのかが

（１）の策定目的というところでございます。軽水型原子炉施設ということで、

実際はＰＷＲとＢＷＲと大きく２つに分かれてございますけれども、原子炉等規

制法上の設置許可の申請に対して安全審査を行いますけれども、その安全審査の

うちの耐震安全性の確保の観点から耐震設計の妥当性を判断するという際の基礎

を示すものとして原子力安全委員会自らが決定するものであるということで、こ

の性格についての整理をさせていただいてございます。

４ページへ行っていただきますと、この安全審査というものは多段階規制の最

初の段階、すなわち「基本設計ないし基本的設計方針」の妥当性を審査するもの

であるから、その中の耐震についてよく審査する際の中身を書くべきなのだとい

うことをご確認いただいております。そういう性格であるということを「はしが

き」のところに書いてございますので、後ほどご確認いただきたいと思います。

それから、②でございますけれども、適用範囲ということで、原則は発電用軽

水型原子炉施設に適用されるというものでございます。これは当然のことであえ

て書いてはございませんけれども、これから安全審査をするとか、今、安全審査

をしているとかいうことは当然のことなのでございますけれども、これは指針の

性格上書いていないということでございますが、既存の施設についてもこの指針

というものは最新知見の反映としてあらわされるものでございますから、法令の

仕組みとは離れますが、実態的には今ある施設についてもこの内容というものは

同じようにこの物差しで当ててみて耐震安全性が確保されているかどうかの判断
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には当然用いられるべきだということで安全委員会の方としては考えてございま

す。

あとは 「しかし」というところでもう一つ、これ以外の原子炉施設、発電用、

軽水型に限ったわけでございませんけれども、これ以外の施設、あるいは原子力

関係施設、先ほど申し上げた核燃料サイクル関係の施設でございますけれども、

この指針の基本的な考え方は参考となるものであるということで、そういう記述

も指針案の本文に入ってございます。

その具体的例としては何ですかということについて、これは法規制の体系に基

づいて、研究開発段階の原子炉施設でありますとか、試験研究用の原子炉施設、

それから原子炉ではないのですが、加工施設でありますとか使用済燃料貯蔵施設、

再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設といったものについても、後ほど

そちらの指針との関係をご説明申し上げますけれども、そういったときにこの発

電用軽水型原子炉施設の耐震設計審査指針、これは地震という外力を相手にする

ものでありますので、その基本的な考え方は大部分同じように考えられるのでは

ないかいと、適用できるのではないかということを前提にしてございます。

それから、なお書きのところでございますけれども、この中身が本指針に適合

しない場合であってもというのは、これはほかの指針にもすべてございますけれ

ども、審査というものはその申請案件ごとにやられるわけでございますから、指

針はあくまでもこの基礎をなすものであるということで、指針でもってすべてが

判断できるものではないということも含めまして、このような記述をしてござい

ます。

それから、①の「はしがき」のところとの関連でございますけれども、関係者

は常に最新の知見及び経験の蓄積や関連する記述の改良・進歩については敏感で

あるべきということで、指針そのものは一回つくってしまったら未来永劫そのま

まということでは決してないのであって、指針ができたその日から古くなるとい

うこともよく考えましょうということを念頭に置いてございます。

ということで、５ページ目に行っていただきますと今申し上げたようなことを

書いてございますけれども、一つポイントなのは一番最後のパラグラフでござい

ますけれども、指針というものは安全審査において用いられることをまず第一義

的な目的としてございますけれども、この安全審査をやるということは、その後
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の詳細設計でありますとか建設工事、運転、保守管理段階というものの大前提と

なるものでございますので、そちらについてのそのフェーズにおいての安全確保

措置に関する参考にもなり得るものであるという意見が出ているということでご

ざいます。

長々なりましたけれども、６ページ目から少しスピードアップをしてご説明申

し上げたいと思います。

改訂指針の「３．基本方針」でございます。これにつきましては後ほどテキス

トでご説明しますので、繰り返しになりますので今は省略しますけれども、基本

方針というものが定められまして、これにつきましてはかぎ括弧が抜けたところ

からでございますが、耐震設計においては 「施設の供用期間中に極めてまれで、

あるが発生する可能性があり、施設に大きな影響を与えるおそれがあると想定す

ることが適切な地震動 、こういったものをまず適切に策定すると。それで、こ」

の地震動を前提とした耐震設計を行うということで、地震に起因する外乱によっ

て周辺の公衆に対し、著しい放射線被ばくのリスクを与えないようにすると、こ

れが基本であるということで確認をしていただきました。

この考え方というものは、現行指針におきましては、その次にございますけれ

ども 「発電用原子炉施設は想定されるいかなる地震力に対してもこれが大きな、

事項の誘因とならないよう十分な耐震性を有していなければならない」というふ

うに規定がございますけれども、これをさらに具体的に書いたということで、こ

の旧指針の規定が耐震設計に求めていたところと同等の考え方であるという議論

をしてございます。

それから、小さいローマ数字ⅱの「剛構造」について、あるいはローマ数字の

ⅲ「岩盤支持」について、その次、ⅳ「残余のリスク」についてということにつ

きましては、先ほど青山主査からご報告がございましたので割愛させていただき

ます。

９ページ目でございます。ローマ数字のⅴ「その他」というところでございま

すけれども、これにつきましてはこういう意見も出されたということでございま

す。調査審議の対象となってございますけれども、指針には必ずしも反映されて

いないというところでございますけれども、専門委員のご要望によりましてあえ

て記述をしているということで、まず「原子炉施設は、直下に過去または将来の
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浅い大地震の震源域が存在すると高い確度で判断される場合、その場所への設置

を避けなければならない 」と規定すべきではないかというご意見が出されまし。

た。これに関して審議をしまして、地震に対する原子炉施設の安全性に関しては、

いわゆる内的事象に対する規定内容と比べてみると、別の指針であるところの立

地審査指針でありますとか、安全設計審査指針との関係というものをさらに詰め

るということで、こういう平たい言葉で申し上げますと禁じ手エリアをつくって

しまうというのは、この指針の現状の対象からは外れるのではないかということ

でこの中には入りませんでした。

それから、その次の「施設に大きな影響を与えるおそれがあると想定すること

が適切な地震動による地震力」に加えて、その次のページまで行きますけれども、

「余震」ということを書くべきではないかという意見もありました。余震の考慮

につきましては、基準地震動の策定を適切に行うことで対応し得るのではないか

という意見でありますとか、あるいは余震というのはどういうふうに、どういう

大きさでどういう本震との関係で起きるかということについては、確率論な評価

手法の検討の中で取り扱うことが適当ではないかという議論がなされましたので、

今回の基本方針の中にはこういう規定は見送られましたということでございます。

それから（２ 、１０ページの中ほどからの基準地震動の策定についてでござ）

いますけれども、これについては青山主査の説明の中に十分触れられていたと思

いますので大部分割愛させていただきますけれども、確認的に申し上げますと、

１０ページの一番下のところから１１ページ目にかけてでございますけれども、

旧指針、現行指針では、その活断層評価については１万年でありますとか５万年

でありますとか、そういう記述が現行指針の解説のところにありましたというこ

とについて念押しに書いておいた方がいいということでございましたので、この

報告書には書いてございます。

ということで、１２ページに行っていただきますと、②の基準地震動Ｓｓの性

格についてということで、これも青山主査からのご紹介がございましたので割愛

させていただきますが、そこで触れられなかった部分につきまして一つだけご説

明申し上げますと、１３ページ目の２つ目のパラグラフでございますけれども、

今申し上げた現行指針では１万年とか５万年とかの活断層の評価期間というもの

がありますけれども、新しい指針ではどうなったということでございまして、
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「検討用地震 、要するに敷地に影響を及ぼし得る地震を検討用地震として選び」

出すという作業からまず入るわけでございますけれども、その選定の際に考慮す

べき活断層としては、改訂指針の案では後期更新世以降の活動性が否定できない

ものとすることということ、及びその認定には最終間氷期の活動の有無によるこ

とができるという地質年代あるいはその地質学で用いられている用語を使うとい

うことで、先ほどの１万年でありますとか５万年というデジタルな数字は使用し

ないということでございます。新聞報道等では、後期更新世をイコール１３万年

前とか１２万年前とか、そういう数字で言ってございますけれども、指針上はそ

ういう数字は一切出てきておりませんのでご確認をお願いしたいと思います。

それから、あともう一つは、その次の次のパラグラフにございますけれども、

「地震地体構造」というのは今まで設計用限界地震Ｓ というものを考えるとき
２

に地震地体構造の考え方、要するにこれは日本のエリアを小分けして、そのエリ

アで起こる一番大きな地震の規模というものを考えたような、そういう地震地体

構造という考え方でございますけれども、これについては用語としては使わない

ことになりましたと。ただし、これは活断層及び地震活動の地域性をしっかり考

えるという規定になったので、あえて地震地体構造と明記する必要はないという

整理がなされたということでございます。

それから、１３ページの④というところで、先ほど「震源を特定せず策定する

地震動」と、言葉遣いとしてなかなか初めてだと分かりにくいというご指摘もあ

るのですが、これは対語としては震源を特定して策定する地震動というのがござ

います。要するに、基本は敷地ごとの周りの地質状況、周りにある活断層の状況、

それからプレート境界との関係がどういう位置関係になっているかということ等

を考えて、いろいろその敷地固有の特性に基づく地震動評価をするわけでござい

ますけれども、それとあわせて、これは全国共通的に、一生懸命地質調査をやっ

たとしてもなおみつけ損ないがあるかもしれないということに対する備えとして、

「震源を特定せず策定する地震動」というものも必ず評価をするということを新

しい指針で求めるということでございます。

結論は 「 震源を特定せず策定する地震動」については、震源と活断層を関、 「

連付けることが困難な過去の内陸地殻内の地震について得られた震源近傍におけ

る観測記録を収集し 、要するに、これは必ずしもその敷地の近くということで」
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はなくて、いろいろなところの近くに起きた地震で、近くでとられた観測記録と

いうものを、これは日本に限らず世界中どこでもいいのですが、そういった観測

記録をまず集めてくると。どういう地震を相手にするかというと、後から調べて

も震源とどこが動いたのかという活断層との関連付けが難しいもの、要するにど

こが動いたのか分からなかったもの、こういったものを集めることによって、事

前に地質調査をしても分からなかったものに対する、あるいは別の言葉で言いま

すと不意打ちをくらってしまったような地震について事前に予測することが困難

であったけれども、観測記録がとれていればそれを集めてきて、合成して、模擬

地震波をつくっておけば、その備えとして役に立つでしょうということで、知見

がまとめられましてこういう表現になったわけでございますけれども、こういっ

たもので応答スペクトルをつくって、これも基準地震動とするというところでご

ざいます。

１３ページの下から２行目が今別の言葉でご説明しましたけれども、そういう

性格のものなのであるということでございます。

１４ページの上から３分の１程度でございますけれども、先ほど青山主査から

もありましたが、これによって旧指針におけるマグニチュード６．５の直下地震

という地震規模による設定はやめるということでございます。

では、そのマグニチュード幾つを考えることになったのですかというご質問が

出るかもしれませんが、それについては指針上は数字は書かないということで、

先ほど申し上げた模擬地震波をつくるということでもって、個別申請ごとにその

時々の最新のデータを集めてきて申請をして、審査でもってその妥当性を一々判

断するということになります。

この議論の中で 「廃止することとした 」のその後の２つのパラグラフでご、 。

ざいますけれども、ここは少数意見でございます 「この過程においては」とい。

うところでございますが、マグニチュード７クラスまでの内陸地殻内地震は日本

中全国どこでも起こり得るので、マグニチュード７クラスを超えない国内外の震

源が特定できているもの、要するにどこがどう動いたというのが明らかに分かっ

ているものも含めて、過去の内陸地殻内地震の観測記録を全部集めてつくった方

がより安全なのではないかというような意見が出ました。すなわち、いかなるサ

イトであれ 「直下でマグニチュード７クラスの内陸地殻内地震が起こりうる」、
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） 、ということを「デフォルト（初期設定 」として考えればいいと、これに伴って

最近とれているマグニチュード６．８～７．３程度の内陸地殻地震の記録を集め

てつくれば既往最大を包絡するようになるということで、もしそこまで大きく考

えておいて、詳細な地質調査をやってそこまで設定することがないというふうな

実証がされれば、これを逆に値引きしていくといいますか、設定を下げてもよい

とする考え方だというご意見が出ました。

それから、もう一つの意見、同じ方からの意見なのですが、具体的な規定とし

ては 「国内外の既往の内陸地殻内大地震のうち、震源断層面に直結する地表地、

震断層が出現しなかったものの」ということで若干表現が変わっておりますけれ

ども 「震源近傍の観測記録に基づき」とする方がいいのではないかということ、

と、要するに「直結する」というような言葉で考えたらどうかということも提案

がさなれました。

これに関して大勢としてはどうだったかということについてはその下の行でご

ざいますけれども 「震源を特定せず策定する地震動」の位置付けをどうすべき、

かの議論がなされて、結果として、詳細な調査を前提とした、先ほど申し上げた

もう一つのカテゴリーである「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」の策

定に最大限の努力を払うことによって、この「震源を特定せず策定する地震動」

の方は、それでも評価し損なう敷地近傍の地震に対する備えという性格のもと、

補完的な位置付けとして規定することが適切であり、敷地近傍の観測記録が得ら

れている地震のすべてを対象とすることは必要ないのではないかという意見の方

が大勢を占めたということでございます。

ということで、あくまでも結果のところは先ほど申し上げた④のところの出だ

しの５行というのが結果でございまして、これが後ほどテキストでありますとか、

テキストの解説の部分で表現されてございますので、ご確認いただきたいと思い

ます。ここのところは重要なので少し丁寧にご説明申し上げました。

１５ページ目へ行っていただきまして、重要度分類についてでございます。こ

れは青山主査説明の方にございましたので割愛させていただきます。

（４）の耐震設計方針、これにつきましても指針本文の６番目、７番目の項目

で事細かに規定がございますので、そのテキストを見ていただいた方が適切かと

思いますので、ここでの説明は省略させていただきます。
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それから、１８ページ目でございますけれども、地震随伴事象についてという

ことで、今までの指針におきましては地震随伴事象、要するに地震に伴って起こ

る事象についてのことでございますけれども、それについての特別な規定がなく

て、実は設計審査指針という別の指針の方に地震以外については具体例、津波で

ありますとか風でありますとか雪でありますとか、そういう自然現象についても

考慮することという簡単な規定がございましたけれども、今回につきましては地

震随伴事象について２つだけ、俗に背後斜面の崩壊ということがございますけれ

ども、それと津波に対する考慮ということについていろいろな、あれもこれもと

いろいろな意見もありましたけれども、それについてはここに書いてあることで

ございますが、結果的には２つが指針上明記されるべき事項ということで整理を

行っております。

それから、１９ページ目の（６）でございます。将来の確率論的評価の安全規

制への本格的導入の検討に資する情報についてということで、将来の本格的導入

といっておりますので、これは今の段階ではまだ本格的導入になっていないとい

うことでございますが、例えば、次の改訂を行う際にはこういった考慮を、ある

いは知見の積重ねをすることによって、次の改訂のステップを踏んでいくという

ことでございます。

具体的には、先ほど青山主査の説明の中にも入っていたので省略をしたいと思

いますけれども、１つだけ 「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」と、

「震源を特定せず策定する地震動 、これの両方につきまして、１回策定したと」

したら、それぞれがどのような超過確率、要するにどのぐらいに一回起こるよう

なものを考えているのですかということに相当するかを把握しておくことが望ま

しいということで、それぞれが対応する超過確率を安全審査において「参照す

る」こととするというのが解説の方にございます。それについて「参照する」と

はどういう意味かといいますと、個別申請ごとに申請書にその超過確率を書いて

くださいと、それを安全審査のときに参考情報としてよく見ますということでご

ざいます。

それから、今後の課題については、先ほど青山主査、３．の中に全くこのとお

りにご紹介ございましたので割愛させていただきまして、前置きが長くなって恐

縮でしたが、別添の１というところをご覧いただきたいと思います。
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参考資料の５の次からが別添１でございます。これが指針そのもの、改定案そ

のものでございまして、本文と、それから本文の解説、解説は点線で囲っている

ところが解説ということでございます。解説の性格につきましては、本文のテキ

ストの用語の説明でありますとか運用上の留意事項、あるいは念のため参考にと

いいますか、そういったもの、あるいは審査の際の留意点ということでございま

して、これは本文と解説というものは不可分の一体ではございますけれども、な

るべく決め事である部分につきましては本文に書きましょうという基本方針でも

って策定をされてございますので、これから本文を読み上げて、解説についての

ご説明を申し上げたいと思います。

では、まず本文の「はしがき」から「基本方針」のところまでをまとめて読上

げをさせていただきます。

○事務局 それでは、本文の読上げをさせていただきます。

別添１

発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針（案）

１．はしがき

本指針は、発電用軽水型原子炉の設置許可申請（変更許可申請を含む。以

下同じ ）に係る安全審査のうち、耐震安全性の確保の観点から耐震設計の。

妥当性について判断する際の基礎を示すことを目的として定めたものである。

従前の「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針（昭和５６年７月２

０日原子力安全委員会決定、平成１３年３月２９日一部改訂。以下 「旧指、

針」という ）は、もともと昭和５３年９月に当時の原子力委員会が定めた。

ものに基づき、昭和５６年７月に、原子力安全委員会が、当時における新た

な知見に基づいて静的地震力の算定法等について見直して改訂を行い、さら

に平成１３年３月に一部改訂したものであった。

このたびは、昭和５６年の旧指針策定以降現在までにおける地震学及び地

震工学に関する新たな知見の蓄積並びに発電用軽水型原子炉施設の耐震設計

技術の著しい改良及び進歩を反映し、旧指針を全面的に見直したものである。

なお、本指針は、今後の新たな知見と経験の蓄積に応じて、それらを適切

に反映するよう見直される必要がある。
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２．適用範囲

本指針は、発電用軽水型原子炉施設（以下 「施設」という ）に適用さ、 。

れる。

しかし、これ以外の原子炉施設及びその他の原子力関係施設にも本指針の

基本的な考え方は参考となるものである。

なお、許可申請の内容の一部が本指針に適合しない場合であっても、それ

が技術的な改良、進歩等を反映したものであって、本指針を満足した場合と

同様又はそれを上回る耐震安全性が確保し得ると判断される場合は、これを

排除するものではない。

３．基本方針

耐震設計上重要な施設は、敷地周辺の地質・地質構造並びに地震活動性等

の地震学及び地震工学的見地から施設の供用期間中に極めてまれではあるが

発生する可能性があり、施設に大きな影響を与えるおそれがあると想定する

ことが適切な地震動による地震力に対して、その安全機能が損なわれること

がないように設計されなければならない。さらに、施設は、地震により発生

する可能性のある放射線による環境への影響の観点からなされる耐震設計上

の区分ごとに、適切と考えられる設計用地震力に十分耐えられるように設計

されなければならない。

また、建物・構築物は、十分な支持性能を持つ地盤に設置されなければな

らない。

○水間審査指針課長 その次に解説がございまして、まずその基本方針の解説が

２項目ございます。耐震設計における地震動の策定についてで、今申し上げた本

文中のものをリファーしまして、この地震動というのがいかに大事なものかとい

うことをあえてここに記述してございます。この地震動、後にこれは基準地震動

というふうに表現をされますけれども、この地震動を前提とした耐震設計を行う

にことよって、先ほど申し上げたとおり地震に起因する外乱によって周辺の公衆

に対する著しい放射線被ばくのリスクを与えないようにすることを基本とすると

いうことでございます。これは先ほど申し上げましたけれども、旧指針で言って

いたものと考え方は同じであるということでございます。



- 28 -

ここまでは想定の範囲といいますか、基準地震動の策定をしっかりやり、それ

に対する備えをするという基本でございますが （２）の方が「残余のリスク」、

でございます。

地震学的見地からすると、要するにどんなに適切に地震動を策定したとしても

それを上回ることは絶対ないということは言えないということで、地震学的見地

からはこのように策定された地震動を上回る強さの地震動が生起する可能性が否

定できないということでございます。このことは、要するに「残余のリスク」が

ありますということで、先ほど青山主査のご説明にもあった「残余のリスク」と

いう考え方を整理した上で、その存在を認めたというか、念押しをしてここに書

いたということでございます。

これは、現行の指針であっても「残余のリスク」はあるわけでございますけれ

ども、現行の指針ではあえてそのような記述はしてございません。今後こういう

解説の中でこういう基準地震動の性格だと、性格はこうなのだということとあわ

せてこの確認をしているというところでございます。

では、その「残余のリスク」があると一体どういうことなのかということでご

ざいますけれども、これが存在するということなので、施設の設計に当たっては、

この地震動を上回る地震動が生起する可能性に対して適切な考慮を払い、基本設

計の段階のみならず、その以降の段階も含めてこの「残余のリスク」の存在を十

分認識しつつ、それを合理的に実行可能な限り小さくするための努力が払われる

べきであるということでございまして、努力目標ではございますけれども、これ

は具現化されるのは後段規制の段階でございますので、その後段規制の段階にお

いても詳細な評価が可能となった段階、あるいはその事項について事前にそうい

う努力を払うべきであるということをこの指針の解説でもって注文をつけている

という性格のものでございます。

では、次に４．の読上げを行ってください。

○事務局 ３ページでございます。

４．耐震設計上の重要度分類

施設の耐震設計上の重要度を、地震により発生する可能性のある放射線に

よる環境への影響の観点から、施設の種別に応じて次のように分類する。
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（１）機能上の分類

耐震クラスⅠ・・・ 自ら放射性物質を内蔵しているか又は内蔵してい

る施設に直接関係しており、その機能そう失によ

り放射性物質が外部に放散される可能性のあるも

の、及びこれらの事態を防止するために必要なも

の、並びにこれらの事故発生の際に原子炉を安全

に停止させるため又は外部に放散される放射性物

質による影響を低減させるために必要なものであ

って、その影響、効果の大きいもの

耐震クラスⅡ・・・ 上記において、影響、効果が比較的小さいもの

耐震クラスⅢ・・・ 耐震クラスⅠ、耐震クラスⅡ以外であって、一般

産業施設と同等の安全性を保持すればよいもの

（２）クラス別施設

上記耐震設計上の重要度分類によるクラス別施設を以下に示す。

①耐震クラスⅠの施設

ⅰ 「原子炉冷却材圧力バウンダリ （軽水炉についての安全設計に） 」

関する審査指針において記載されている定義に同じ ）を構成する。

機器・配管系

ⅱ）使用済燃料を貯蔵するための施設

ⅲ）原子炉の緊急停止のために急激に負の反応度を付加するための施

設、及び原子炉の停止状態を維持するための施設

ⅳ）原子炉停止後、炉心から崩壊熱を除去するための施設

ⅴ）原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故後、炉心から崩壊熱を除去

するための施設

ⅵ）原子炉冷却材圧力バウンダリ破損事故の際に、圧力障壁となり放

射性物質の放散を直接防ぐための施設

ⅶ）放射性物質の放出を伴うような事故の際に、その外部放散を抑制

するための施設で上記ⅵ）以外の施設

②耐震クラスⅡの施設

ⅰ）原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていて、一次冷却材
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を内蔵しているか又は内蔵しうる施設

ⅱ）放射性廃棄物を内蔵している施設。ただし、内増量が少ないか又

は貯蔵方式により、その破損による公衆に与える放射線の影響が

周辺監視区域外における年間の線量限度に比べ十分小さいものは

除く。

ⅲ）放射性廃棄物以外の放射性物質に関連した施設で、その破損によ

り公衆及び従事者に過大な放射線被ばくを与える可能性のある施

設

ⅳ）使用済燃料を冷却するための施設

ⅴ）放射性物質の放出を伴うような場合に、その外部放散を抑制する

ための施設で、耐震クラスⅠに属さない施設

③耐震クラスⅢの施設

上記耐震クラスⅠ、耐震クラスⅡに属さない施設

○水間審査指針課長 ありがとうございました。現行指針からどこが変わったか

ということを念のためご説明申し上げておきますと、中身的に、まず呼び名をＡ

クラス、Ｂクラス、Ｃクラスとしていたものを耐震クラスⅠ、Ⅱ、Ⅲというふう

にこのローマ数字を用いて表記を変えると。これは現行指針からのつながりとい

いますか、混同を避けるためにこのようにさせていただきまして、若干読みやす

くした工夫とかいうのはございますけれども、一番大きく変わっているところは、

この３ページ目の（２）の①のクラスⅠの施設というところで、いろいろな具体

的な施設名あるいは性格が書いてございますけれども、現行の指針におきまして

は、このローマ数字の小さいⅶ）の後に 「なお、上記 、Ａクラスと今は呼ん、 」

でいるわけでございますけれども、Ａクラス施設中、特にⅰ番、ⅱ番、ⅲ番、ⅳ

番、ⅵ番に示す施設を限定してＡｓクラス、Ａの中のスペシャルということでＡ

ｓクラスの施設と呼称するということで、一応Ａなのだけれども、その中でも特

別扱いをしますというふうに規定をしてございました。これは、先ほど青山主査

からのご説明もございましたけれども、このＡの中の特別扱いをやめて、逆に後

で要求上のところでご説明申し上げますけれども、２段階ではなくてこれを１段

階、全部同じ扱いとしての耐震設計要求をするという方針を分科会で取りまとめ
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ていただいたために、特別扱いとするＡｓクラスというような概念がなくなった

ということでございます。

では、次に５．の基準地震動の策定のところの読上げを行います。

○事務局

５．基準地震動の策定

施設の耐震設計において基準とする地震動は、敷地周辺の地質・地質構造

並びに地震活動性等の地震学及び地震工学的見地から施設の供用期間中に極

めてまれではあるが発生する可能性があり、施設に大きな影響を与えるおそ

れがあると想定することが適切なものとして策定しなければならない （以。

下、この地震動を「基準地震動Ｓｓ」という ）。

基準地震動Ｓｓは、以下の方針により策定することとする。

（１）基準地震動Ｓｓは、下記（２）の「敷地ごとに震源を特定して策定

する地震動」及び（３）の「震源を特定せず策定する地震動」につい

て、敷地における解放基盤表面における水平方向及び鉛直方向の地震

動としてそれぞれ策定することとする。

（２ 「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」は、以下の方針によ）

り策定することとする。

、① 敷地周辺の活断層の性質、過去及び現在の地震発生状況等を考慮し

さらに地震発生様式等による地震の分類を行った上で、敷地に大きな

影響を与えると予想される地震（以下 「検討用地震」という ）を複、 。

数選定すること。

② 上記①の「敷地周辺の活断層の性質」に関しては、次に示す事項を

考慮すること。

ⅰ） 耐震設計上考慮する活断層としては、後期更新世以降の活動が否

定できないものとする。なお、その認定に際しては、最終間氷期

の地層又は地形面に断層による変位・変形が認められるか否かに

よることができる。

ⅱ） 活断層の位置・形状・活動性等を明らかにするため、敷地からの

距離に応じて、地形学・地質学・地球物理学的手法等を総合した
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十分な活断層調査を行うこと。

③ 上記①で選定した検討用地震ごとに、次に示すⅰ）の応答スペクト

ルに基づく地震動評価及びⅱ）の断層モデルを用いた手法による地震

動評価の双方を実施し、それぞれによる基準地震動Ｓｓを策定する。

なお、地震動評価に当たっては、地震発生様式、地震波伝播経路等に

応じた諸特性（その地域における特性を含む ）を十分に考慮するこ。

ととする。

ⅰ）応答スペクトルに基づく地震動評価

検討用地震ごとに、適切な手法を用いて応答スペクトルを評価の

上、それらを基に設計用応答スペクトルを設定し、これに地震動

の継続時間、振幅包絡線の経時的変化等の地震動特性を適切に考

慮して地震動評価を行うこと。

ⅱ）断層モデルを用いた手法による地震動評価

検討用地震ことに、適切な手法を用いて震源特性パラメータを設

定し、地震動評価を行うこと。

④ 上記③の基準地震動Ｓｓの策定過程に伴う不確かさ（ばらつき）に

ついては、適切な手法を用いて考慮することとする。

（３ 「震源を特定せず策定する地震動」は、震源と活断層を関連付ける）

ことが困難な過去の内陸地殻内の地震について得られた震源近傍にお

ける観測記録を収集し、これらを基に敷地の地盤物性を加味した応答

スペクトルを設定し、これに地震動の継続時間、振幅包絡線の経時的

変化等の地震動特性を適切に考慮して基準地震動Ｓｓを策定すること

とする。

○水間審査指針課長 その次に解説がございます。まず基準地震動Ｓｓの策定に

ついてで、まず性格については（１）でございます。先ほど青山主査からのご説

明にもございましたとおり、今までは基準地震動に関してはＳ とＳ と２つござ
１ ２

いましたけれども、今後はこの両方がＳｓということになるということでござい

ます。

このＳｓというものは、その５ページ目の下から２行目でございますけれども、
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この個別の安全審査時における最新の知見に照らしあわせて、その妥当性が十分

確認されなければならないということでございます。先ほども念のため申し上げ

ましたけれども、地震動の大きさを幾らにすればいいかとか、マグニチュード幾

つの地震を考慮しておきなさいということは、この指針においては一切書いてい

ないということでございます。

それから （２）でございますけれども、用語の説明ということで、先ほど申、

し上げた「解放基盤表面」という言葉、それから「活断層」という言葉、これら

についての用語の意味、解釈をここに記述してございます。

（３）が、基準地震動のＳｓでございますけれども、これの策定方針というこ

との解説でございますが、まず「検討用地震」を選ぶということにつきましては

いろいろな考慮が要るということで、①には敷地周辺の活断層の性質や過去の地

震の発生状況を精査する、これは当たり前でございますけれども、さらに敷地周

辺の中・小・微小地震の分布でありますとか応力場、それから地震発生様式もよ

く考えるということで、既往の研究成果等を総合的に検討しましょうと。

それから、②でございますけれども、今までは活断層の方ばかりに目が向いて

いたのではないかというご指摘も審議の過程であり、地震発性様式等に着目した

分類でその地震を選ぶということで、地震というのは３種類ありますということ

で、ここにある「内陸地殻内地震 「プレート間地震 「海洋プレート内地」、 」、

震」ということ、これについてすべてよく検討した上で「検討用地震」を考えま

しょうということになってございます。

それから、③の断層モデルというものについては、これは今までの応答スペク

トル法と全く並列に用いるということでございますけれども、特に断層モデルを

用いた手法というものについては、震源が敷地に近い場合で、その破壊過程が地

震動評価に大きな影響を与えると思われる地震については、この断層モデルを用

いた手法を重視しましょうということでございます。

それから、④につきましては、ばらつきの考慮を適切に行うようなことを求め

ておりますし、⑤につきましては、先ほど申し上げた「震源を特定せず策定する

地震動」について、口頭でご説明申し上げましたけれども、この意味付けについ

てはこうなのだということを確認的に書いてございます。

それから、⑥も先ほどご説明申し上げましたけれども、確率論的な実力という
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ものをしっかり押さえて、それについて説明性を向上するために安全審査におい

てそういった超過確率を参照するということを求めてございます。

それから、⑦でございますけれども、こういう基準地震動の策定、あるいは検

討用地震の選定に当たりましては、必要な調査や評価を行うということは当然で

ございますけれども、そのときに用いる既往の資料等について、これらの精度に

対する十分な考慮を行い、参照することとすると。なお、既往の評価と異なる結

果を得た場合は、これは申請者がということでございますけれども、その場合に

は、その根拠を明示しなければならないということでございます。この既往の資

料とは何かということで、ここには具体的な名前は書いてございませんけれども、

審議の過程では、例えば政府の地震調査研究推進本部でありますとか中央防災会

議、こういったところからまとめて提出されたような資料、公表されたような資

料と、こういったものも当然この既往の資料の中には含まれるということでござ

います。

それから、あとかいつまんでご紹介しますと （４）の震源として想定する断、

層の評価ということについて、活断層調査の重要性について書いてございます。

「特に」ということでございますけれども、敷地近傍においては、精度の高い詳

細な調査を行う必要があると念のために書いてございます。

それから、②でございますけれども、活断層という言葉を中心に記述がござい

ますけれども、活褶曲でありますとか活撓曲といったそういう地質上の用語があ

るわけでございますけれども、そういったものも現場の状況に応じて活断層と同

様に震源を特定する断層の評価の際には考慮するということでございます。

それから、③以下はいろいろな詳細なことが書いてございますけれども、留意

点、あるいはその評価をしっかり適切な規模として行うための留意点でございま

すけれども、そういったことが記述してあるというところでございます。

では、次に６番目の読上げを行います。

○事務局

６．耐震設計方針

（１）基本的な方針

施設は、耐震設計上のクラス別に、次に示す耐震設計に関する基本
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的な方針を満足していなければならない。

① 耐震クラスⅠの各施設は、基準地震動Ｓｓによる地震力に対してそ

の安全機能が保持できること。また、以下に示す弾性設計用地震動Ｓ

ｄによる地震力又は以下に示す静的地震力のいずれか大きい方の地震

力に耐えること。

② 耐震クラスⅡの各施設は、以下に示す静的地震力に耐えること。ま

た、共振のおそれのある施設については、その影響についての検討を

行うこと。

③ 耐震クラスⅢの各施設は、以下に示す静的地震力に耐えること。

④ 上記各号において、上位の分類に属するものは、下位の分類に属す

るものの破損によって波及的破損が生じないこと。

（２）地震力の算定法

施設の耐震設計に用いる地震力の算定は以下に示す方法によらなけ

ればならない。

① 基準地震動Ｓｓによる地震力

基準地震動Ｓｓによる地震力は、基準地震動Ｓｓを用いて、水平方

向及び鉛直方向について適切に組み合わせたものとして算定されな

ければならない。

② 弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力

弾性設計用地震動Ｓｄは、基準地震動Ｓｓに基づき、工学的判断に

より設定する。また、弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力は、水平

方向及び鉛直方向について適切に組み合わせたものとして算定され

なければならない。

③ 静的地震力

静的地震力の算定は以下に示す方法によらなければならない。

ⅰ）建物・構築物

水平地震力は、地震層せん断力係数Ｃｉに、次に示す施設の重

要度分類に応じた係数を乗じ、さらに当該層以上の重量を乗じ

て算定するものとする。

耐震クラスⅠ ３．０
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耐震クラスⅡ １．５

耐震クラスⅢ １．０

ここで、地震層せん断力係数Ｃｉは、標準せん断力係数Ｃｏを０．

２とし、建物・構築物の振動特性、地盤の種類等を考慮して求め

られる値とする。

耐震クラスⅠの施設については、水平地震力と鉛直地震力が同時

に不利な方向の組合せで作用するものとする。鉛直地震力は、震

度０．３を基準とし、建物・構築物の振動特性、地盤の種類等を

考慮して求めた鉛直震度より算定するものとする。ただし、鉛直

震度は高さ方向に一定とする。

ⅱ）機器・配管系

各耐震クラスの地震力は、上記ⅰ）に示す地震層せん断力係数Ｃ

、ｉに施設の重要度分類に応じた係数を乗じたものを水平震度とし

当該水平震度及び上記ⅰ）の鉛直震度をそれぞれ２０％増しとし

た震度より求めるものとする。

なお、水平地震力と鉛直地震力は同時に不利な方向の組合せで作

用するものとする。ただし、鉛直震度は高さ方向に一定とする。

○水間審査指針課長 それで、この部分の解説が次についてございます。

まず、この新しい改訂指針案の中で初めて出てきた概念が、弾性設計用地震動

Ｓｄということでございます。これは何で必要になったのかということの解説が

そこにございます。

、まず、先ほどの繰り返しにもなりますけれども、旧指針においては地震動Ｓ
１

Ｓ と２つがあったということでございますけれども、今回からはＳｓという一
２

本になったと。しかし、Ｓｓについていえば、これは耐震安全上最重要なクラス、

具体的には耐震クラスⅠでございますけれども、これの安全機能が保持されると、

そのための地震動として考えるということが基本でございますので、それだけで

いいかと言いますと、今までＡクラスに対してはほぼ弾性設計に、要するに地震

力に耐えるということをＳ に対して求めていたわけでございますから、Ｓ を用
１ １

いて求めていたわけでございますから、そのかわりのものが要るということもご
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ざいまして、この基準地震動Ｓｓに対する施設の安全機能保持の確認、これを高

い精度で行うということのためには、工学的な観点からこのＳｓを用いてつくり

上げる、設定するＳｄという弾性設計用地震動が必要だということについてご議

論がありました。

したがいまして、そのＳｓとＳｄというものは、これは必ず組み合わせて使う

ことが必要だということでございまして、Ｓｄだけのひとり歩きというのはない

ということでございます。

次のページ、１０ページ目でございますけれども、ではＳｄの設定はどうすれ

ばいいのかということでございまして、今読上げの中に「地震力に対して耐え

る」というような表現がございましたけれども、それはどういう意味なのかとい

うことで、ここに書いてある記述で確認をしてございます。これは弾性の範囲の

設計ということが、いろいろな地震力に対して耐えるということを確認する上で

非常に重要な意味を持つということでございます。その施設を弾性体とみなして

応力解析を行って、施設各部の応力を許容限界以下にとどめると。この許容限界

というのは、必ずしも厳密な意味での弾性限界ではなくて、局部的に弾性限界を

超える場合を容認しつつも、施設全体として概ね弾性範囲にとどまり得るという

ことで十分なのだという確認をしてございます。

先ほど申し上げた耐震クラスⅠについてはどういうことになるのかということ

でございますと、Ｓｓで安全機能保持なのですが、それに対してそれをさらにし

っかり確認するためにＳｄによる地震力に耐えるということを求めたということ

でございます。このＳｄに耐えるということは、Ｓｓによる地震力に対する安全

機能保持の把握を確実なものとするということでございますので、繰り返しです

が、この弾性設計用の地震動Ｓｄというものは、旧指針におけるＳ が果たして
１

きたものの一部を担うことになるということでございます。

Ｓｄの設定の仕方というのは工学的に行うわけでございますけれども、基本的

には基準地震動Ｓｓにある係数を掛けて求めると。要するに、Ｓｄは当然のこと

ながらＳｓより小さいものになるわけでございますけれども、小さければいいと

いうものではない、逆に申しますと、ある一定以上の大きさでないとＳｓでもっ

て安全機能保持というものが保証できないということでございますので、その下

の方に解説がございますけれども、Ｓｄ／Ｓｓという応答スペクトルの比率、こ
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れを求めるということで考えますと、ある一程度以上の大きさであるべきである。

目安として０．５を下回らないような値で求められることが望ましいということ

でございます。

これはどういうことかというと、今までＳ とＳ の比率というのがあったわけ
２ １

でございますけれども、そういったことを考える、あるいはこれは実際幾らにな

２
るというシミュレーションはやってございませんけれども、大体検討として Ｓ

に対してＳｓは数割増しの大きさになるだろうということが大体考えられますの

で、それと今までのＳ との関係で言いますと、Ｓ とＳ の比率が大体１．３対
１ １ ２

１、あるいは１．５対１ぐらいの比率でございましたので、そういったＳ の役
１

割を担うということを考えますとＳｄというものはそんなに小さくては困るとい

うことで、下支えとして０．５を下回らないような値で求めることが望ましいと

いうふうに、これは目安としてでございますけれども、そういう考え方なのだと

いう性格の説明で、こういう解説になってございます。

、 、それから （３）でございますけれども、地震力の算定についてということで

これについては右側にございますけれども、１１ページまで行っていただきます

と、いろいろな考慮事項があるということでこのようなことで書いてございます。

それから （４）静的地震力について、ここから先は技術的な式という求め方、

が具体的に書いてございまして、現行指針でもこれよりもかなり詳しく書いてご

ざいましたけれども、今回におきましては大事なところをなるべく書くというこ

とで、若干簡潔な表現、これでも簡潔な表現になってございます。それが１１ペ

ージから１３ページの中ほどのところまでございますけれども、具体的な考え方

というのは現行指針の考え方、あるいは建築基準法等を参考とするというふうな

考え方は、今までの考え方を引き継いでございます。それが１３ページの真ん中

まででございます。

では、また本文へ戻りまして、７．の荷重の組合せと許容限界のところを読み

上げさせていただきます。

○事務局

７．荷重の組合せと許容限界

耐震安全性に関する設計方針の妥当性の評価に当たって考慮すべき荷重の
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組合せと許容限界についての基本的考え方は、以下に示すとおりである。

（１）建物・構築物

①耐震クラスⅠの建物・構築物

ⅰ）基準地震動Ｓｓとの組合せと許容限界

常時作用している荷重及び運転時に作用する荷重と基準地震動

Ｓｓによる地震力との組合せに対して、当該建物・構築物が構

、造物全体として変形能力（ねばり）について十分な余裕を有し

建物・構築物の終局耐力に対し妥当な安全余裕を有しているこ

と。

ⅱ）弾性設計用地震動Ｓｄ等との組合せと許容限界

常時作用している荷重及び運転時に作用する荷重と、弾性設計

用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力等を組み合わせ、そ

の結果発生する応力に対して、安全上適切と認められる規格及

び基準による許容応力度を許容限界とする。

②耐震クラスⅡ、Ⅲの建物・構築物

常時作用している荷重及び運転時に作用する荷重と静的地震力を組

み合わせ、その結果発生する応力に対して、上記①ⅱ）の許容応力

度を許容限界とする。

（２）機器・配管系

①耐震クラスⅠの機器・配管系

ⅰ）基準地震動Ｓｓとの組合せと許容限界

通常運転時、運転時の異常な過渡変化時、及び事故時に生じる

、それぞれの荷重と基準地震動Ｓｓによる地震力等を組み合わせ

その結果発生する応力に対して、構造物の相当部分が降伏し、

塑性変形する場合でも、過大な変形、亀裂、破損等が生じ、そ

の施設の機能に影響を及ぼすことがないこと。なお、動的機器

等については、基準地震動Ｓｓによる応答に対して、実証試験

等により確認されている機能維持加速度等を許容限界とする。

ⅱ）弾性設計用地震動Ｓｄ等との組合せと許容限界

通常運転時、運転時の以上な過渡変化時、及び事故時に生じる
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それぞれの荷重と、弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静

的地震力とを組み合わせ、その結果発性する応力に対して、降

。伏応力又はこれと同等な安全性を有する応力を許容限界とする

②耐震クラスⅡ、Ⅲの機器・配管系

通常運転時、運転時の異常な過渡変化時の荷重と静的地震力とを組

み合わせ、その結果発生する応力に対して、降伏応力又はこれと同

等な安全性を有する応力を許容限界とする。

○水間審査指針課長 それで、解説がまたつくわけでございますけれども、現行

の指針とどのように変わったかと申し上げますと、まず耐震クラスの呼び方を、

Ａ、Ｂ、ＣというのをⅠ、Ⅱ、Ⅲに変えているということと、今まで基準地震動

Ｓ という部分についてはＳｓ、それから基準地震動のＳ と書いてあったところ
２ １

が弾性設計用地震動Ｓｄというふうにほぼ自動的に置きかえているというところ

でございます。

それで、あと解説のところでございますけれども、これは現行の指針について

ございます解説の部分と記述、記載内容はほぼ同様でございます。

要するに、入力側と言いますか、基準地震動の方は改まりますけれども、設計

実務上の考え方というものは、今現行での趣旨に基づいてなされているものの考

え方をほぼ踏襲しているということでございます。

では、８．の地震随伴事象に対する考慮のところを読み上げさせていただきま

す。

○事務局

８．地震随伴事象に対する考慮

施設は、地震随伴事象について、次に示す事項を十分考慮した上で設計さ

れなければならない。

（１）施設の周辺斜面で地震時に想定しうる崩壊等によっても、施設の安

全機能が重大な影響を受けるおそれがないこと。

（２）施設の供用期間中に極めてまれではあるが発生する可能性があると

想定することが適切な津波によっても、施設の安全機能が重大な影響
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を受けるおそれがないこと。

○水間審査指針課長 ありがとうございました。以上が指針の本文と解説という

ことでございます。

その次に、これも分科会からの取りまとめの成果ということでございますけれ

ども、別添２ということで分科会の見解というものがついてございますが、この

中身につきましては先ほどの青山主査からのご報告の中に、この中身がすべて含

まれておりましたので、説明は割愛させていただきたいと思います。

それで、以上がこの報告書の中身のご説明なのでございますけれども、基準・

指針専門部会としてこの中身の別添１と２ということについてご審議をいただく

ということだと思いますし、それから、前半のこれこれこういう経緯でこうなり

ましたというのは、これはあくまでも分科会がそのような経緯で検討なさったと

いうことの報告でございますので、今申し上げたとおり、ここまでで妥当性を審

議、あるいは確認いただくのは別添１、別添２の範囲でお願いするのが適切では

ないかと事務局では考えてございます。

以上でございます。

○矢川部会長 どうもありがとうございました。青山先生初め、分科会の委員の

先生方、それから事務局初め、多くの方々のご努力で５年に近い年月をかけまし

て大変努力の跡が見える案ができたのではないかと推察しております。

それでは、今、水間課長からもありましたように、この資料の別添１、後ろに

あります別添１と別添２につきまして、委員の皆様方からのご質問、あるいはご

意見をお聞きしたいと思います。いかがでございましょうか。

武田委員、どうぞ。

○武田委員 武田でございますが、ちょっと２、３、基本的なことをお伺いした

いのですが、今度のこの耐震指針の目的でありますけれども、これはどういうも

のかということをちょっとお伺いしたいのですが。具体的には、地震によって原

子力発電所が建物とかそういうのが壊れることを防ぐのか、それとも運転が安全

に継続することを目的にするのか、それとも付近の方とか社会に影響を及ぼすこ

とを防ぐのか、どういうことを目的で指針というものを決められたのか、ちょっ

とそこのところをお伺いしたいと思います。
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○矢川部会長 では、この件につきましては、事務局の方から。

○水間審査指針課長 まず事務局からご説明申し上げたいと思いますけれども、

これは報告書の方の３ページに、先ほど指針の策定目的というところがございま

す。これは、安全審査をするときに使うのだと言っておりますけれども、法律で

どういう定めがあるかというと、施設の設計あるいは構造、位置等が災害の防止

上支障がないこと、法律にはそれだけが求められておりまして、それを審査でど

のように確認するかのその審査のポイントというようなものの基礎でありますか

ら、すべてを言いあらわせるわけではございませんけれども、耐震性については

こういうことについて審査をきちんとやるべきであるということを記述したのが

指針でございます。

何を目的にしているのかと、要するに指針が守られるとどういうことになるの

かということにつきましては、６ページ目にございますけれども、これは指針の

本文にもございますが 「基本方針は以下のとおりである 」という記述がござ、 。

います。これ、実は構成上はこういう順番になってございますけれども 「さら、

に」というところから見ていただきますと 「施設は、地震により発生する可能、

性のある放射線による環境への影響の観点からなされる耐震設計上の区分ごとに、

適切と考えられる設計用地震力に十分耐えられるように設計されなければならな

い 」というのを要求の基本としてございまして、そのために先ほど申し上げた。

重要度分類のⅠ、Ⅱ、Ⅲというのがございます。

どういうことかというと、一番濃いところ、あるいは安全機能が破られたりす

ると困るようなことになるところは、地震によってはそういう安全機能を破られ

ないということをまず求めておりまして、これと関連しまして、例えば今のＢ、

Ｃあるいは新しいⅡとかⅢとか、これは設計の基準地震動、要するに敷地に一番

大きなものとしてどんなものが想定されるかと、想定の地震力が来た場合につい

ては、あるいは壊れても仕方がないと。しかし、そういう壊れたときにどういう

影響を与えるかということは、逆に申しますと大したことないものをそういうＢ

とかＣ、あるいは新しいⅡとかⅢにしなさいということでございますから、耐震

クラスⅠというところのものは、想定の範囲においては地震によってそういう著

しい放射線被ばくのリスクを周辺の一般公衆に対して与えてはいけないという、

地震のせいによっては、地震が来ても冷やす、止める、閉じ込めるの機能が失わ
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れてはいけないということを求めています。

○武田委員 少し抽象的で失礼だったのですが、多少例が悪いかもしれませんが、

東京都に地震が来ると約１万人死ぬというようなことを東京都が発表いたしまし

た。東京都の建物は一応建築基準法に合格しているとしますと、耐震の基準とい

うのは存在したのではないかと思うわけでありますが、先ほど説明の中で建築基

準法によるとか、それから今も環境への影響の観点から耐震設計をなさるという

ようなこととか、それから記載の中に極めてまれな地震というような表現が出て

まいりますが、これらはいずれも大変、人によって判断が違うことで、極めてま

れというのが一生に一度死ぬならいいやと、こういうことを言っておられるのか、

それともかなり長い期間を言っておられるのか、一応指針というのがあって、原

子力発電所が建設されるのだけれども、後から自治体が計算したらいや、どのく

らい被害が出るんですよという、そういうことになっているのか、そこら辺の構

造は恐らく一般の建物の基準と準拠していいのかどうかという概念とか、そこら

辺がかなり議論されたのではないかと思いますが、せっかく新しい指針をつくら

れるので、具体的に例えば周辺に住んでおられる方は大丈夫であると、どのくら

い大丈夫であると、そういう指針であるということをちょっとお話しいただきた

いと思います。

○水間審査指針課長 まず、事務局からご説明申し上げますと、この「極めてま

れではあるが、発生する可能性があり」というところ、これ施設の供用期間中に

と、供用期間中というのは、１００年まではいかないだろうというのは常識的に

考えられますけれども、そういう期間中にその敷地に襲ってくる地震動で、その

敷地ごとにいろいろ状況は違うかもしれませんけれども、その中で一番大きなも

のを考えましょうと。それは敷地の周辺、地震学、地震工学と、そういう地質学、

そういったものを全部勘案して一番大きなものを考えましょうと。一番大きなも

のを考えたら、その頻度を１として、それが必ず襲ってくるということでもって

それを設計の前提といたします。先ほど申し上げたとおり、その設計の前提によ

っても、先ほど申し上げた冷やす、止める、閉じ込めるの機能が失われないとい

うことでございますので、そこから先、外へ出て行かないわけでございますから、

周りの方がどのようなことになるのかということについては、地震で想定される

範囲においては、地震において放射線被ばくのリスクを大きく上乗せになるとい



- 44 -

うことはないというのがこの指針の求めるところでございます。

あともう一つは、ではその想定に対してそこから先がゼロではないでしょうと

いうことについてもご議論をいただいておって、そこは「残余のリスク」という

考え方でまとめてございますけれども、その基準地震動の想定をちょっとでも超

えたからといって急に全部漏れてしまうということはあり得ないのであって、で

はそれは定量的に幾らになりますかと、幾らだったら安全というか、許可をおろ

す際の判断基準としてあるのでしょうかという、幾つだったらいいのでしょうか

という議論も何回もやっていただきましたけれども、それは地震に限らず、施設

全体の工学的施設が原子炉施設でございますけれども、それがどのような挙動を

示すのかということについて、地震に限らず、また内的事象についての知見とい

いますか、そういったもののまだすべてが確率論的に判断できるだけの域には達

していないので、今までどおり決定論的にといいますか、多重防護の考え方をも

とにして決定論的に考えていって、とりあえず想定はしっかりやると、その想定

の範囲では漏れ出すというようなことがないような設計をしっかり押さえると、

それからそれを上回るものについてはさらにそのリスクが小さくなるように努力

をするというところでとどまっているというのが事務局の理解でございます。

○武田委員 失礼しました。簡単に言いますと、安全になるように努力はするが

結果は分からないと、そういうふうに解釈してよろしいでしょうか。これ最後に

しますが、実は私の質問の趣旨は、安全指針というものは誰のためにつくるのか

という点では、やはり第一義的にはこれからの原子力の信頼を回復する上でも、

地域の人たちが安心して納得できるような安全指針というものが必要であると。

それには実施側の立場はともかくとして、なるほど、こういう安全指針ができた

ので我々は安心して住めると、そういうような記述がどこかに必要ではないかと

いうふうに思いますので、確かに学問的な進歩が限定されるので、努力しますか

ら結果は見てくださいと、何年に一遍ということもちょっと言えません、したが

って「まれに」という言葉で済ませますと。

それからもう一つ、いろいろなところにあるのですが、設計の基準のところに

あるのですけれども、十分なとか、そういった言葉がありまして、それから「残

余のリスク」につきましてもできるだけ努力しますということなのですが、もう

一歩踏み込めないかというふうに、ちょっと表現としてもう少し踏み込めないか
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というふうに思うのでありますが、そこら辺はご無理であれば仕方がないと思い

ます。

○水間審査指針課長 事務局からつたない説明になってしまいますけれども、先

ほど見ていただきました別添１の方のテキストにございますけれども、基本方針

は今申し上げたとおりでございますが、この意味はどういうことかについての解

説がございまして、先ほどご説明申し上げたかもしれませんが、この地震動の策

定を適切に行うということをまず大きく掲げまして、その地震動を前提とした耐

震設計を行うことによって、地震に起因する外乱によって、周辺の公衆に対し著

しい放射線被ばくのリスクを与えないようにすることを基本とすべきであると。

要するに、地震に対する備えというのは、かなりこれはほかの内的事象に比べて

あえて誤解を恐れずに申し上げますと、厳しい要求になってございます。

要するに、原子炉施設というものは、リスクゼロでないということは、これは

明らかでありますけれども、地震についてはこの基準地震動というものをまず適

切に策定することが基本であって、それに対してそれはどういうものとして策定

するかというと、極めてまれではあっても、そういうものがあるとしたらもうそ

れについて必ず起こるという前提で設計をする。その地震動で揺さぶられても先

ほどの安全機能が保持されるということでもって、著しい放射線被ばくのリスク

を与えないようにという意味は、これは例えば内的事象で申し上げますと、重大

事故だとか仮想事故だとか、あえて壊してどういう漏れ方をして、どういうこと

になりますかという評価を安全審査上もやるのですけれども、その手前で地震に

対するものはそういう評価をする手前のところまでで持ちこたえてほしいという

ことの要求だということと、この表現は同じでございます。

ということでございますので、リスクゼロということは誰も言えないわけでご

ざいますけれども、地震に対する備えとしては、敷地に襲ってくる一番大きな、

想定の範囲の一番大きなものに対しては、平たい言葉で申し上げますとへこたれ

ることがないと、地震でもって周りの人に放射線被ばくの影響といいますか、そ

ういう大きなリスクが及ぶことがないということで、設計をしてくださいという

ふうに書いてあるわけでございます。

○矢川部会長 よろしいでしょうか。では、ほかにどうぞ。

どうぞ。
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○草間委員 大変地震の専門家の方たちが新しい知見を入れてつくっていただい

たので、地震の方は私も専門ではないので分かりませんので、放射線の影響の観

点でちょっと字句等を若干変更した方がいいのではないかと思われるところをご

指摘させていただきます。

２ページのところで、基本方針のところで、基本方針の５行目でしょうか、

「さらに、施設は、地震により発生する可能性のある放射線による環境への影

響 、ちょっとこれ「可能性のある放射線」というような読み方をされてしまう」

といけないので 「地震により発生する可能性のある環境への放射線の影響」と、

か、ちょっと「放射線による」という放射線の位置を変えていただいた方が誤解

がないのではないかと思いましたので、一つお願いしたいと思います。

それと、もう一つ、もちろん先ほどもご意見ありましたように、一義的には一

般周辺の皆様の影響を少なくするということが大変重要なことだと思いますけれ

ども、その解説の基本方針のところで、外乱によって周辺の公衆に対する云々と

ありますけれども、中で働く従業員の被ばく等にも若干メンションしていただい

た方がいいのではないかというのを思いました。

それともう一つは、３ページのところで、耐震クラスを分けるときのところで、

５行目で「これらの事故発生の際に」と、ここで事故という言葉を使っていいの

かどうかというのをちょっと気になったのですけれども、例えば放射線障害防止

法では緊急時と事故とを分けておりまして、それで事故というのは人為的なミス

等によって発生するということで、こういった地震によって発生するものをここ

で事故発生という、事故という言葉を安易に使ってしまっていいかどうかという

のをちょっと気になりました。したがいまして、これは事象が発生した場合とか、

何かこんな形にしていただいた方がいいのかなというふうに思ったのですけれど

も、この辺ご検討いただけたらと思います。

以上です。

○矢川部会長 ありがとうございました。今草間委員の方から３点字句修正等が

ございましたけれども、これにつきまして、これも事務局の方から。

○水間審査指針課長 今のご指摘でございます基本方針の本文で 「さらに」と、

いうところで、施設は、地震により発生する可能性のある「放射線による」を後

ろへ回して 「発生する可能性のある環境への放射線による影響の観点から」と、
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いうのは事務局としてもそれで適切かと思いますけれども、これは分科会からは

そのように出ておりますけれども、この場でほかの先生方のご賛同がいただけれ

ばそのような修正はできると思います。

それから、先ほどの事故発生の際、これは現行指針ではこういう表現があった

のでこれをそのまま使っているわけでございますが、まずこれ、このクラスⅠと

いうのはどういうものかというと、結局は事故にならないということを求めてい

るのがクラスⅠでございますので、これは事故を起こさせていいという意味で書

いているわけではない記述の部分でございます。そういう事故を起こさせてしま

って、要するに事象ではなくて大きな事故になってしまって、それが例えば放射

性物質がばらまかれてしまったような場合に、それをさらに押さえ込むというよ

うなことでございますから、設定としては大きめのものを言わないと、事象とい

うのはその事故に至る前の状況もくくってしまいますので、これは大きなものが

起きてそれを止める、あるいは影響を低減させるということの関係で今までは事

故という表現をしていた部分でございます。でありますので、機能として何が期

待されているのかにつきましては、やはり事故というような影響が大きなものの

場合に動いてもらわないと困るものですということを書いてあるので、現行の表

現の方が事務局はいいのではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。

○草間委員 もしその事故で程度をあらわすというのだったらそれでいいのです

けれども、例えば放射線障害防止法で事故時というのと緊急時というのを分けて

いて、事故時というのはあくまでも人為的なミス等で起こった、まさにこれは耐

震設計で自然現象の結果として起こったものなわけですよね。だから、そういう

意味で、障害防止法上もたしか緊急時というのはこういった地震等で人為的なミ

スで起こったものではないような形で規定していると認識しておりますので、だ

からここで事故という言葉を安易に使っていいのかなというふうに思ったので言

わせていただいたのですけれども、事故ということで大きなものを表現するとい

うことで皆さん納得するかどうかですけれども、私はちょっとそういうふうに思

ったのですね。だから、例えばチェルノブイリとかＴＭＩなんかは明らかに事故

ですけれども、地震で例えば施設が崩壊したりした場合にも事故と呼ぶのかどう

かという辺はきっちりしておく必要があるのではないかと思いましたので、発言

させていただきました。
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○水間審査指針課長 ご参考にもう少し申し上げますと、ただいまクラスⅡとい

うものでございまして、その次のページにございますけれども、４ページ目で、

これについての説明がございましてⅱ 「ただし、内蔵量が少ないか又は貯蔵）、

方式により、その破損による公衆に与える放射線の影響 、ここは要するに事故」

になる前の事象のようなもの、こういったものを書いてございまして、ここは事

故とは書けないからこのようなことで書いてあって、なおかつそれが数量的に線

量限度に比べて全部出て行ってしまったとしても小さいものというものは関係な

いということで、程度の差は書き分けているつもりでございます。

それから、さっき従事者の話がございましたけれども、そのすぐ下に少しぐら

い漏れたと、結局、耐震クラスⅡというものは大きな地震力によって破損してし

まうかもしれないのですが、その破損した場合においても公衆及び従事者に過大

な放射線被ばくを与える可能性のあるというものであればⅢでなくてこっちのⅡ

に上げておきなさいということで、そのクラスⅢよりは大きなものというふうに

差をつけてございます。ただし、このレベルであっても施設の一番重要なところ、

クラスⅠの方が安全機能が損なわないということであれば、それは事故に値する

かもしれませんが大きな事故にはなっていないだろうということでもって、若干

期待されるべきクラスごとの重要度の度合いというものが違うのだということで

このような表現を使わさせていただいております。

○矢川部会長 草間委員の質問は、２ページ目の囲いの中の解説のⅠの（１）の

４行目ですね 「周辺の公衆 、ここには周辺の公衆としかないのですが、先ほ。 」

どの４ページの上から７行目あたりには従事者も入っていると、これはどうなの

でしょうか。２ページの方は「することを基本とする」と書いてあるからそれで

も読めるのかもしれませんけれども。

○水間審査指針課長 もうちょっと申し上げますと、重要な施設については安全

機能が損なわれないということであれば、まず従事者に対しても重大な影響を及

ぼすようなことにはなっていないはずであるというふうに思われますので、あえ

て記述していないというふうにお考えいただけるのだろうと思います。

○矢川部会長 ほかにいかがでしょうか。

竹下委員、どうぞ。

○竹下委員 竹下ですが、ちょっと２つほどご質問といいますか、まず１つが
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「残余のリスク」のところで、先ほどのご説明の中でこの「残余のリスク」の存

在を認識しつつ、できるだけ少なくするような努力をしましょうということにな

っているのですが、ただし、頭に施設の「設計に当たっては」と書いてあるんで

すね。これはあくまで設計上可能な限り低くしましょうという、これは指針だか

らそういうことだと思うのですが、先ほどのどなたかのご説明で後段規制のとこ

ろでもそういうことがあり得るのではないかと、こういう話がございましたので、

例の原子炉の方でいっているアクシデントマネジメントというのがございます。

だから、ああいう考え方で、随分地震に対していろいろ合議はしているのだけれ

ども、万一そういうことがあっても、その発生後のいろいろな周辺への影響を小

さくできる対策はとれると思うのですね。地震というのは非常に限定された場所

ですから、周りから応援にいっていろいろ閉じ込めをさらに強化するとか、そう

いうことだって可能なわけだと思うのです。だから、そういうようなこともその

努力の一つとして認められるのではないかと、これは指針と直接は関係しないか

もしれませんけれども、それが一つです。

それから、もう一つが、これは原子力発電施設の指針でございまして、重要度

分類のところで、いわゆる従来Ａｓ、Ａ、Ｂとあったのを、いわば原子炉ですか

らＡｓがかなり多かったと思うのです。Ａｓの今の指針でもずらっと６つか７つ

列挙されています。それを一種格上げする形で、いわゆるＡｓのものを従来のＡ

のものを含めて一類にしましょうという考え方なのです。それは見方によります

と、従来のＡクラスといっていたものに非常に過度の安全要求をすることになら

ないかという、そういう心配というか、適正なそういう要求ならいいと思うので

すけれども、先ほどの主査のご説明ですと、何か地震力の方をいろいろ変更した

と、従来より強い地震に耐えられるようにしましょうという、そういう方向だと

理解するのですが、ただ、それを想定して今度は構造物とか、あるいは機器・配

管の強さを評価する場合のクラス分類、そのときにはどういう組合せでやりまし

ょうと、こういう話になりますので、地震力の方が変わったから自動的にＡｓも

Ａも一緒にして一類にしますというふうな、どうもそういうようなふうに聞こえ

たのですけれども、多分そうではなかったのではないかと。だから原子炉施設と

していろいろな従来のＡクラスのものをいわば一類ということで一本化してもそ

んな過度な要求にはならないのではないかという、そういう検討もされたのでは
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ないかと私は推測するのです。

と言いますのは、この後の議題にちょっとあるのとも関連するのですけれども、

いわゆるＡｓクラスがない核燃料施設なんかありますね。あるいは、あっても非

常に少ない施設もあります。だからそういうものも、そういう施設に対してＡク

ラス、Ａｓというのを原子炉の評価に引きずられて格上げするというのは本当に

適正な安全要求かどうかということ、そこはよくちょっと検討してみる必要があ

るのではないかというふうに思いますので、ちょっとあえて今この専門部会の方

でそこいらの評価はどうなされたのかと、クラス分類に関して、その２点です。

○矢川部会長 どうもありがとうございました。２点、最初の方は、後段におい

ていろいろな「残余のリスク」等を減らせる可能性も、これをメンションにした

方がいいとおっしゃっているのですか、そういう意味ではないですね。

○竹下委員 指針に直接は関係しないのですけれども、ここの意見としてですね、

後段規制のときにそういうことも考慮してはいかがかと思います。

○矢川部会長 分かりました。それから、２番目はＡｓクラスに全部、従来のＡ

ｓに全部格上げしたのはちょっと厳しいのではないかというコメントですか。理

由があるかどうか。では、それも事務局から。

○水間審査指針課長 まず、１点目でございますけれども、これは別添１の方の

２ページをご覧いただきますと 「残余のリスク」の存在についてというところ、

で先ほどご説明したかもしれませんが、まず下のところ、下というのは２ページ

目の、今、竹下委員がリファーされたのが下から４行目 「施設の設計に当たっ、

ては、策定された地震動を上回る地震動が生起する可能性に対して適切な考慮を

払い」と書いてあって、その次からが、その次の話が書いてあります 「基本設。

計の段階のみならず、それ以降の段階も含めて」というのは、これは運転管理段

階も含めてでございます 「この「残余のリスク」の存在を十分認識しつつ、そ。

れを合理的に実行可能な限り小さくするための努力が払われるべきである 」と。

いう意味は、後段規制の段階あるいは運転管理段階で、例えば運転操作マニュア

ルをつくるときもこういったことをよく考えておきなさいということの注文をこ

の指針でしていると。要するに、この指針は直接的には基本設計段階で用いられ

ることを基本としておりますけれども、そこから先においてもそういう「残余の

リスクがある」ということを十分注意して詳細設計をやるとか、工事をやるとか、
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運転管理をやるとか、そういう管理に対しての、耐震安全性というのは何も基本

設計だけで確保されてしまうわけではありませんので、そういった注文をここで

つけているというのが分科会からの見解でございます。

それから、Ａクラスを一本化してＡｓを廃止したということについての考え方

については、報告書の本文としてその前の１５ページというところに、先ほど説

明を飛ばしてしまいましたけれども、そこに書いてございます。今までＡとＡｓ

と２つありましたねということでございますが、ＡｓももともとＡだったのであ

って、Ａに対してはすべてＳ でもって弾性設計というものを要求していて、な
１

おかつ安全確認用として、さらにその中のもっとも濃いところというとちょっと

正確ではないかもしれませんが、Ａの中のＡｓとして選んだものについては弾性

設計ではないのですけれども、Ｓ というＳ よりもう一回り大きな地震動によっ
２ １

ても安全機能が損なわない、要するに、弾性設計ではないかもしれないけれども、

若干変形してもいいかもしれないけれども、冷やすとか止めるとか閉じ込めるの

機能がありますねということの要求はしていたわけでございます。ですから、弾

性設計としての要求はＡだろうがＡｓとだろうが、同じＳ でやっていたという
１

ことはご存じのとおりだと思います。

それに対して、今度は新しい指針案ではどうかということについて言えば、先

ほど申し上げた「残余のリスク」というものを合理的に小さくするという努力に

ついての議論がなされましたけれども、このときに例えば今までＳ 、Ｓ と２つ
１ ２

の地震動がありましたが、純粋ＡだったものはＳ が来たにときどうなるんです
２

かということについては答えがなかったわけでございますが、ある意味では弾性

設計をＳ でしている以上、Ｓ が来たからといって必ずそれがだめになってしま
１ ２

うということは、これはすぐにはそうは考えにくいのですけれども、今後につい

ては、ＳｄとＳｓというものについては組み合わせて考えるということを先ほど

申し上げましたし、それからＡｓのクラスだから大きな地震動が襲ってきて、純

粋Ａだからそれは来ないのだという説明は、これは理学的にはしにくいと、やり

にくいと。要するに、現場で敷地で考える最も大きな地震動というものは理学的

に考えると一つでしょうと、１種類で考える方が合理的でしょうということでご

ざいましたので、今までのＳ 、Ｓ という策定の考え方は、これは一本化した方
１ ２

がよろしいということで、Ｓｓという考え方になりましたので、この中で重要な
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カテゴリー１という、旧Ａというものについては、中で区別するのもこれは「残

余のリスク」を小さくする観点からは一本化した方がよろしいし、それから基準

地震動の考え方もＳ とＳ 、Ｓ がなくなってしまったのではなくて、Ｓ と一緒
１ ２ １ ２

にＳｓになったというふうにご理解いただければと思ってございます。

ということで、後ほどご説明してご議論いただく予告編を入れていただいた感

じもありますけれども、必ずしもＡクラスを一本化してしまったからといって過

剰要求になるというふうには考えていません。

以上です。

○矢川部会長 よろしいですか。なかなか難しいことがちょっとありますけれど

も、今でのＡクラス、いわゆるＡｓではなくてＡクラスにＳ が来たときには少
２

しはっきりしていなかったと。そうすると、今度のクラスⅠというのは、Ｓｓが

来たときに機能をプラスして保持されるということですね。ということですね。

○竹下委員 そうですか。ちょっとまだ私十分理解ができないというか、いわゆ

る構造物・機器の評価するときに入力する地震動、これが非常に大きくなる、こ

れは理解できるのですね。ただし、その荷重の組合せだとかいろいろな評価の仕

方に関しては、当然Ａ、Ｂ、Ｃといいますか、Ⅰ類、Ⅱ類ですか、それによって

違うわけですね。だから、それはそれぞれの設備、あるいは構造物の持っている

安全機能との関連においてそういう評価がされるので、一括りでⅠ類とか言って

も、おのずと重要度も、今便宜的に多分Ａ、Ｂと言っていますけれども、いろい

ろ設備機器によっては重要度も違うことはあるのではないかと思うのですね。だ

から、そういう意味でそこの従来のいわゆるＡｓとＡを一本化して、そしてとい

うのがまだ私自身はちょっとはっきり言ってよく理解できていないといいますか、

そういうことなのですけれども。

○矢川部会長 武田委員、どうぞ。

○武田委員 先ほどの私の質問の具体的な提案といいますか、お願いといいます

か、２ページの基本方針のところなのですが、先ほどご説明ありましたように、

基本方針の上から７行目ぐらいのところなのですが 「さらに、施設は、地震に、

より発生する可能性のある放射線による環境への影響の観点からなされる耐震設

計上の区分ごとに」というところが非常に抽象的だと考えられまして、できれば

下にある、解説のところに入っている「放射線被ばくのリスクを与えないよう
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に 、つまり適切とは何かということを明示しておいた方がいい、適切というの」

は、放射線被ばくのリスクを与えないことだということをここの目的に明記して

おかないと、この指針自体の持っている意味がよく分からないのと、もう一つ、

具体的に例えばその下の、今度、岩盤というのを十分な支持性能と決めたわけで

す。十分な支持性能とは何かということを具体的に決めるときに、放射線被ばく

のリスクを与えないという一つの基準があれば、それでもって十分な支持性能で

あるということを証明できるわけであります。適切とか、十分耐えられるという

のは指針としては不適切ではないかと思います。

それから、私は下の解説の「著しい」というところもできれば取っていただき

たいと思うのですが、放射線被ばくのリスクを与えないように設計するというこ

とを決めることは大変に難しいということは理解しております。私も工学を担当

しておりますので、ただ、このものに対する、リスクに対する責任の所在は、我

々指針を決める側と、それから現実に原子炉を運転して設計する側と、それから

原子炉の近くでお住みになる住民の方とが互いに同じリスクをかぶらなければい

けないと思うのですね。その点で、我々側とか設計側だけがリスクを逃れるよう

な表現にしておくというのは不適切であって、リスクは常に存在するのであれば

我々もリスクをとって、放射線被ばくのリスクのないような設計をすると。万が

一そのリスクが外れることもあるかもしれませんが、それは設計側の責任である

と、そういう指針の構えを持つことが非常に大切ではないかというふうに思いま

す。これによって、私は指針に対する社会的な信用が高まるというふうに思いま

す。住民はいずれにしてもリスクをとらなければいけませんから、ここの書き方

はですね、住民はリスクとってください、著しい放射線被ばくのリスクあります

よと。しかし、設計段階は適切に考えられるという表現でリスクを回避するとい

うことにれば、多少不均質であろかと思うので表現を変えられた方がいいのでは

ないかというふうに思うのですけれども。

○矢川部会長 これはこの指針の位置付け、使い方との関係があるようですので、

これはちょっと事務局からそこら辺をちょっと。

○水間審査指針課長 まず、基本方針の件でございますけれども、これは乱暴な

言い方をしますと、ここから先に述べることの予告編が書いてあるような部分で

ございますから、これを全部区分はどうなのかというと、これは４．のところを
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見ていただかなければいけませんし、それから、地震力に対してどのように耐え

るかということを読むというのだと結局６．のところを見ていただかなければい

けませんし、ここに全部正確に書くと、多分各章の記述を全部ここへ持ってこな

ければいけないということになり得るので、ここについてはある意味ではあえて

申し上げますと、若干不正確なところもあるのだけれども、これからのあらすじ

が予告的に書いてあるということでもって、すべて厳密に書きあらわすことは少

し難しいというふうに思っております。

それで、著しい放射線被ばくのリスクを与えないようにすることというのを本

文に上げてはどうですかという件につきましては、これは解説の方で本文と不可

分の一体でございますので、こういう表現の仕方でも十分、著しい放射線被ばく

のリスクを与えないようにするということを基本とすべきであるということをこ

の基本方針でもって具現化し、なおかつ各論、これから申し上げる重要度分類で

ありますとか、それからどういう地震力に対して耐えることを求めるとか、そう

いうことを総合して、この著しい放射線被ばくのリスクを与えないようにすると

いうことを具現化するのですという予告の性格であるということから考えれば、

この表現方法でご勘弁いただけないかなと思っておりますし、それから、著しい

放射線被ばくのリスクということについては、例えば関連するところの安全評価

に関する審査指針というのがございまして、そこに対して著しい放射線被ばくの

リスクを事故によっても与えないようにしましょうというのが内的事象を中心と

した放射線被ばくに関する、事故によってのリスクでありまして、これについて

はＩＣＲＰの勧告等も参考にして１事故あたりに大体５ミリシーベルトとか、そ

ういうことを数字で検討してございますけれども、この表現はそういう１事故あ

たり５ミリシーベルトのようなリスクさえも与えないということですから、その

手前でとどまらなければいけないということを言っているのでありますから、要

するに地震によって物が壊れては困ると、その下位の例えば耐震クラスⅡとか耐

震クラスⅢは壊れるかもしれないけれども、そこによって、壊れてもしも放射性

物質が漏れたとしても、先ほど申し上げた著しい事故の手前のところでとどまる

ということでございますから、それによって著しい放射線被ばくのリスクは与え

ないということが実現されなければ、その耐震設計は不適切であるというのがこ

の指針の考え方でございます。
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○矢川部会長 よろしいでしょうか。ほかにいかがでしょうか。

代谷先生。

○代谷委員 重要度分類のところにつきましてちょっと気にかかるといいますか、

部分がございますので、お考えいただければということでございます。

機能上の分類とクラス別施設の分類ということで分かれておりまして、機能上

の分類の耐震クラスⅠのところの文章を読みますと、放射性物質が内蔵するよう

なものはこのカテゴリーで言われていると思うのです。そうしますと放射性物質

を含むものについては耐震クラスⅠか耐震クラスⅡしか入らなくなるのですね、

上の機能上の分類で言えば。それで、クラス別のところの施設を見ていきますと、

先ほどもお話しございましたが、例えば廃棄物等で放射性物質はあっても量が少

ないものは耐震クラスⅢに行けると。そちらの方が私は正しいのではないかと思

うのですけれども、上の機能上の分類だけを見ると、そういう実質が入っていれ

ば、これは先ほどの武田委員の話ではないですけれども外部に少しでも放出され

てしまうと、そういう可能性があればというような話になると耐震クラスⅠ、耐

震クラスⅡのところにしか入らなくなってしまうという気がするのです、この文

章を読むと。そこは、言葉をもう少し考えていただいて、現実に耐震クラスⅢの

ところに行くようなものが当然あるはずですので、そういうことが機能上の分類

の上でも読めるような形にされる方がいいのではないかということでございます。

以上でございます。

○矢川部会長 耐震クラスⅢの方には、これは放射能が入るものは入れないです

ね、この場合だという質問ですが、ちょっとこれもどういうことか。

○水間審査指針課長 ご説明申し上げますと、耐震クラスⅠと耐震クラスⅡと機

能上の分類というのとクラス別施設の分類というのは、これはある種掛け算で考

えていただくものでございまして、その（１）の機能上の分類だけを見ますと、

まず自ら抱えているものはとりあえず耐震クラスⅠに入れておいて、その中で影

響、効果が小さいと耐震クラスⅡに落ちるだろうと。しかし、そこから先耐震ク

ラスⅢに落っこちるのがここでは用意されていないと、そういう意味でございま

すね。クラス別施設の方を見ると、例えば耐震クラスⅡのところで落っこちてき

て、もう一段落としで例えばローマ数字のⅱの方で、例えばこれ内蔵している施

設というのがありますけれども、ただし、またこの中でもうんと持っている量が
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少ないとか、それからもし漏れたとしても年間の線量限度に比べて十分小さいも

のはいいのだと。そうすると、これは耐震クラスⅠに行くわけではなくてこれは

耐震クラスⅢに行ってしまうと、こういう記述になってございます。

ある意味では（１）の方が、例えば耐震クラスクラスⅢのところに、なお、さ

らに効果、影響が小さいものともう一段書けば、それは下に落とせるものがある

かもしれませんけれども、これはあくまでも（１）と（２）をあわせて考えてい

ただければいいので、耐震クラスⅡに落したとしてもまたもう一回クラス別のと

ころで今申し上げたようなところで、結局は一番耐震クラスⅢというのはバスケ

ットクローズ的な書き方になっておりまして、耐震クラスⅠでも耐震クラスⅡで

もなければこっちへ拾い上げますよと、そこから先のすそ切りはないわけでござ

いますから、放射性物質を含んでいても、例えば今申し上げた例で耐震クラスⅡ

のローマ数字のⅱのところで、うんと小さければこれは耐震クラスⅠへ行ってし

まうのではなくて当然耐震クラスⅢの方に行くということであわせて考えていた

だければ、現行の運用上もこういうことでやってございましたし、技術的に誤解

のないところであればこれでも分かるんではないかというふうに思いますけれど

も、いかがでしょうか。

○代谷委員 私自身は非常によく分かっているつもりなのですが、文章だけ読む

と非常に奇妙な感じを受けるのではないかなという、そういうことでございます。

もしできるのであればご検討いただける方がいいのではないかという、そういう

ことです。

○矢川部会長 いかがですか、事務局の方。

○水間審査指針課長 繰り返しになりますけれども （１）も（２）も両方とも、

同様の効果があるので、どちらかに該当すればそのカテゴリーに落としていいと

いうことでございますから、機能上の分類というのは総論を言っていて、クラス

別分類というのは原子炉施設の物品リストを並べていると。これはよその指針を

ご覧いただきますと、例えば再処理だったら再処理施設にありそうなものが書い

てあるし、ＭＯＸ加工の指針であれば多分グローボックスがどうのこうのと書い

てございますので、これはあくまでも（１ （２）両方とも同じ効果を持つも）、

のであるので、今のご指摘だと、例えば（１）の耐震クラスⅢというところは

「以外であって」と書いてあって非常に不親切ではないかということでございま
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すけれども、これは（２）の方とあわせて考えればそういうもの、要するに結局

機能上の分類の耐震クラスⅢのところの書き方というのは親切ではなくて、結局

一般産業施設と同等の安全性を保持すればよいものだけ書いてあるというのは分

かりにくい、これだけだと結局はクラス別分類がしっかりできないので （２）、

の方とあわせて考えていただければよろしいかと思いますけれども。

○矢川部会長 これまでもこれでやっているということですので、ご理解いただ

ければと思いますが、ほかにはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。

どうぞ、山脇委員。

○山脇委員 地震工学とか地震学の専門家の方々には自明のことだと思うのです

が、確認のために質問させていただきます。

この基準地震動とか、Ｓで書いてある量の定義がどういうふうに考えればよろ

しいのか。いろいろ今のご説明だと、荷重と相まって力になるというような説明

だから加速度のスペクトルかなというふうにも思ったのですが、地震の破壊とい

うことでいうと加速度だけではなくて速度だとか、それから変位量とか、そうい

うふうなことも重要なファクターというふうに聞いておりますので、そういうふ

うなものを加速度だけだと十分カバーできるのかなということをちょっと素人と

しては感ずるのですが、その辺ちょっとご説明いただければと思います。

○矢川部会長 では、事務局、これも。

○水間審査指針課長 基準地震動の表現は、別に加速度だけということではなく

て、速度あるいは変位でありますとか、そういったものは使い道によって相互に

変換をしていただいて使っていただくということだと思います。

荷重と組み合わせるときにもどういうふうな変換をして、要するに例えば周期

帯ごとにどのようなもの、基準地震動といいましても何種類もできるわけでござ

いますので、その周期帯ごとにどういう地震動でもって、どういうスペクトルで

もってその荷重と組み合わせればよろしいのかということについては、１３ペー

ジからの荷重の組合せと許容限界のところにございますけれども、これは今まで

もこういう記述でもって基準地震動を用いたほかの荷重との組合せと、それから

許容限界についての考え方を規定してございましたので、山脇委員のご懸念とい

いますか、必ずしも加速度ばかりではないという前提でお考えいただければいい

かと思います。
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○矢川部会長 どうもありがとうございました。

どうぞ、田中委員。

○田中（知）委員 １つ質問なのですが、先ほど別添１と別添２について検討し

なさいということだったのですが、この別添２は今後どういうふうな扱いになる

のでしょうか。

○水間審査指針課長 これは、後ほどご説明申し上げようと思っていたのですが、

これは分科会で審議の経過でこういう見解というものが指針の運用上大事だから、

これをつけて報告するということで分科会としての結論をいただきました。これ

について今、青山主査からもご説明ありましたけれども、こういう見解について、

この専門部会としても逐一全部経過を見ていたわけではないかもしれませんけれ

ども、なるほど、これが別添１というテキスト案をつくる前提として、配慮事項

として重要だなというご理解がこの場で得られたのであれば、これも原子力安全

委員会の方への報告の対象として、次の資料に出てきますけれども、クレジット

をつけ直して分科会から報告のあった件についてはこの専門部会で了承するとい

う形でオーソライズ、エンドースしていただいて報告できればいいかなと思って

ございました。

○矢川部会長 ありがとうございました。よろしいでしょうか。

それでは、ちょっと時間が押しておりまして、進行役の不手際でかなりおくれ

ておりまして、問題が非常に先生方のいろいろご理解をいただくのに時間がかか

るということで時間がかかってしまったわけですが、ちょっと今日延長させてい

ただいて、実は１時ごろぐらいまで、大変申しわけないのですが延長させていた

だくことでお許しいただければと思います。ご都合のおありの先生方もおられる

と思いますが、できるだけよろしくお願いしたいと思います。

それでは、続きまして、各種指針類における耐震関係の規定の改訂等について

ご審議いただきたいと思います。

では、事務局からお願いいたします。

○水間審査指針課長 これにつきましては、分科会マターではなくて、この専門

部会直轄の事項でございます。資料２－３－１号から２－３－３号まででござい

ますが、ご検討いただきたい中身の一番結論のところは２－３－１号というとこ

ろで、この各種指針が、今回の発電炉の指針がもし先ほどの原案を基本として直
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るとした場合に、ほかの指針についてもこのような考慮が必要ではないというこ

とで事務局で整理をさせていただいたものでございます。

これをどこをどう変えると書いてあるだけでは全然よく分かりませんので、説

明をしようと思って用意したのが２－３－２号と２－３－３号でございます。こ

れは、そもそも基準・指針につきましては、この原子力安全基準・指針専門部会

でご審議いただいて案を策定していたものばかりでございますので、各先生方は

よくご存じということかもしれませんけれども、確認的にご説明を申し上げてお

きたいと思います。

まず、２－３－２号でございますが、これだけ左側に指針がございます。これ

は概略でございますので、関係するところすべて網羅的に書いたわけではないの

ですが、左側に指針があります。水冷却型試験研究炉指針から、その行をずっと

再処理まで、ここにつきましてはいろいろ関連がございまして、まず水冷却炉に

ついて申し上げると、これは発電炉指針の方を参考にするという記述がございま

す。重要度分類については特段の記述はございません。

それから、包括的な指針なのですけれども、核燃料施設安全審査の基本指針と、

これは包括的な指針で、これをまた根拠にして再処理でありますとかＭＯＸであ

りますとか、そういったものに枝分かれしていくわけでございますけれども、こ

れについては具体的記述は、重要度分類と耐震評価法についてはございません。

それから、ウラン燃料関係でウラン施設関係と特定ウラン、特定ウランという

のは濃縮度が５％を超えて２０％未満のものでございますけれども、専らウラン

だけを使う加工の施設については、これは静的設計法によることと書いてござい

ますので建築基準法の引用等はございますけれども、この発電炉の引用はないと

いうことでリンクはしておりません。

それから、その次がＭＯＸ指針でございますけれども、これは後からご説明し

ますけれども参考としていると。

それから、金属製の乾式キャスクを用いる中間貯蔵と、これも引用してござい

ます。

それから、再処理、これはほとんど発電用のものと同じような考え方でござい

ます。

それから、その下にございますけれども、高速増殖炉の安全性、これは「もん
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じゅ」を念頭にしてつくったわけでございますけれども、これは参考とする。そ

れから「ふげん」があって、それを念頭に新型転換実証炉、これは実は計画は消

えましたけれども、これについては「そのまま」ということがございます。

それから、六ヶ所にあるような埋設施設についても、これはＣクラスというこ

とについて言えば同じような引用があると。

それから、廃棄物管理の安全性の評価と、これはいろいろな廃棄物管理という

のがあり得るので、これは孫引き状況でございますけれども、一応、耐震審査指

針の関連があるということでございます。

次のページに行って、今のような話を具体的に書いてあるのがその次の資料で

ございますけれども、まず、一番上は今申し上げたとおり発電炉用の指針を用い

ることとすると書いてある、それから試験研究用については引用されてございま

す。

それから、核燃料関係でございますけれども、これは地震に対する考慮と指針

の１３番目にこういう包括的な表現がありまして、明示なものはこの指針そのも

のが包括的な指針でございますから、これは事業別あるいは各種施設別に個別の

指針をつくりなさいというのが前提となってございますので、この点の基本的な

ことしか書いていないと。

それから、その次、ウラン加工施設安全設計審査指針でございますけれども、

これについては先ほど申し上げたとおりに、発電用原子炉施設に関する耐震設計

審査指針とリンクはございません。

それから、その次の特定ウラン加工施設のためも同様でございます。

それから、その次に行っていただきまして４ページ目のウラン・プルトニウム

混合酸化物燃料加工施設安全審査指針でございますけれども、これについては平

成１４年４月１１日に決定をしてございますけれども、念頭に置いているのは、

いわゆるＪ－ＭＯＸと言われている民間の加工施設でございます。これについて

は、現状、行政庁における一次審査中でございまして、実際の申請がなされてい

るというところでございます。耐震クラスについては、Ａ、Ｂ、Ｃというふうに

３つございまして、先ほど竹下委員からもございましたけれども、Ａｓはありま

せんよというのは確かでございます。ただし、安全上の機能分類につきましては、

Ａクラスについては先ほど申し上げた発電用のものと全く同じような機能上の分
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類をしてございます。

この指針を決めていただくときにも、潜在的危険性については原子炉施設や再

処理施設に比べたら小さいですねと、トータルとしてはそうだというご議論をい

ただいてございますけれども、なおかつ安全機能については、これは閉じ込め機

能しかないですねと、要するに止めるとか冷やすという話はこのＭＯＸ加工施設

についてはないのだということについては、それを前提にご議論をいただいてご

ざいます。

ただし、Ａクラスが全然ないのかということについて言えば、プルトニウム粉

末をグローボックスで取り扱う場合に、これは大半は再処理施設の脱硝施設以降

の話と同じようでございますが、大半がＢクラスかもしれませんけれども、再処

理にはないような非密封のＭＯＸ粉末を大量に扱うような中間保管設備があると

すると、それはインベントリーにもよりますけれども、Ａクラスということもあ

り得るのではないかという議論をして、Ａクラスをつくったということでござい

ます。

ということでございまして、４ページ目の下から解説というものがございまし

て、そのＡクラスというものは限定的かもしれないけれどもこんなものがあれば

Ａクラスですよということで、例えば大量のＭＯＸを非密封で、今申し上げたよ

うなものがＡクラスにありますという確認をしてございまして、現実、実際にＪ

－ＭＯＸとして申請が出されているものについては、Ａクラスというものが申請

者によってカテゴリーが設けられているというふうに伺っております。

その次、金属乾式キャスクを用いる中間貯蔵、これはまだ申請者はおりません

けれども、今後、使用済燃料を専ら独立的に貯蔵管理する事業として、法整備も

されまして、これはこの指針をつくったときにも、例えば青森県のむつ市に計画

されているようなものを想定してこういう指針をつくっているということでござ

いますけれども、これについて閉じ込め、遮へい、臨界防止、それから除熱の各

機能については、金属キャスクそのものにその機能を負わせるというのが基本的

でございますので、金属キャスクを設置するような建物はＢクラスということで

整理をされてございます。

ただし、金属キャスクの支持構造物については右側にございますけれども、設

計用限界地震による地震力、これはＳ でございますけれども、これが作用して
２
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も安全機能は損なわないということでございますから、このＳ についての配慮
２

というものがあったということでございます。

それから、その次の再処理、これにつきましては、これは民間のＪＮＦＬを念

頭に置いてつくった指針でございまして、このＪＮＦＬの再処理については、事

業許可に相当するところの指定というものは既に行われておりまして、今は最終

的な実際の使用済燃料を扱いましたアクティブ試験をやっている最中ということ

でございますけれども、今後の申請があるかどうかはともかくとして、その耐震

クラスの重要度についてはＡ、Ｂ、Ｃとあり、なおかつその５ページ目の一番真

ん中の欄の一番下の方からございますけれども、ハッチのあるところで、Ａクラ

スの施設のうち、特に重要と判断される施設を限定してＡｓクラスの施設と呼び

ますという記述もございました。要するに、再処理というのは臨界を起こさせて

はいけないのですが、原子炉と同じように考えて、例えば使用済燃料を受け入れ

てどうのこうで、なおかつバルク状態で扱うということから考えますればＡｓク

ラスもあり得るということの整理をしておりまして、なおかつ指針の運用上は、

発電用指針の該当項目を適用するということで、ほとんど同じ要求をしていると

いうことでございます。

それが次の６ページ目にございまして、解説にいろいろ書いてございますけれ

ども、１つだけ注意して申し上げておきたいのは、タンクについては、そのタン

クそのものは例えば形状管理をしているとかいろいろなものがございますけれど

も、それについてはタンクそのものをＡクラスにしなくても、もしそれに大きな

地震が来た場合に、そのタンクから漏れるようであれば、やはりその外側の例え

ばドリップトレイのようなものはＡクラスとして備えをしておかないといけませ

んという解説がございます。ということで、これはドリップトレイに対してＡク

ラスの要求をするということを決めてあるわけでございますけれども、どんな地

震が来るのかということについては、とりあえずＳ と書いてございましたけれ
１

ども、今後はこれが、現場で考えなければいけない地震動の大きさというものは

Ｓｓが基本になりますということで後ほどご説明したいと思います。

というのが現行の指針の考え方でございますけれども、念のため確認しますと、

７ページまで行きますと高速炉の指針でございます。これは「もんじゅ」を念頭

にしてございますので 「もんじゅ」はもう一応許可がおりておるということで、
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ございますけれども、いろいろ軽水炉のものを念頭に置きながらも液体金属冷却

だということを考えましょうということで注意書きのようなものがございます。

特に、耐震性という一番下の行でございますけれども、結局ナトリウムを使うよ

うな場合は、低圧ではありますけれども高温で冷却材が流れるという配管のこと

を考えるということでございます。

それから、新型転換炉については「そのまま」と書いてあるわけでございます。

それから、廃棄物埋設については、これは３段階の管理をする場合の第１段階、

これはコンクリートピットをつくりましてドラム缶を俵積みにして、モルタルを

詰めるというような作業を行うのが第１段階でございますけれども、その段階に

おいては、そのコンクリートピットのようなものについては耐震クラスＣという

一般産業施設並みということを要求していたというのがございます。

それから、８ページ目に行っていただきまして、これは管理施設についてでご

ざいますが、この考え方というのを決定して念頭に置いたのは、六ヶ所村の高レ

ベル廃棄物の専ら管理だけするガラス固化体の管理施設でございますけれども、

これらについては再処理工場の一部の附属施設とも同じような機能がございます

ので、いろいろな相当するような施設の指針をそのまま適用しましょうというこ

とで、明示的ではございませんけれども耐震指針の孫引きをしているというとい

うところでございます。

それから、その他耐震指針に関する記述を引用している指針類ということでご

ざいまして、これにつきまして重要度分類指針というのがございます。これにつ

いては、重要度分類というのは耐震上の重要度分類とはまた別の話であるのです

ということを解説で例示的に言っているところに「Ａ、Ｂクラス」という引用が

ございます。

それから、事故時における放射線計測に関する指針がございますけれども、こ

の辺についても８ページ目から９ページ目でございますけれども、耐震指針を引

用した「耐震Ａクラス」という記述がございます。

その次に、これは基準専門部会の方で決めていただいた報告を安全委員会が了

承した件が２件続きますけれども、まず１つは、配管の破断に伴う「内部発生飛

来物に対する設計上の考慮」についてという報告がございます。これは、安全設

計審査指針の４．にありますところの要求事項に対する運用の補足的なものでご
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ざいますけれども、端的に申し上げまして、配管の破断で飛んでくるものをどう

考えるかということで、当時配管の材料が進歩していきまして、オーステナイト

系ステンレス鋼というもの、靭性にすぐれた配管材料を使いますと、破断をする

際にいきなり破断するのではなくて、破断前の漏洩、ＬＢＢと申し上げますが、

そういう概念があるのではないかと。瞬時破断は起こりにくいのではないかとい

うことを前提に、ではその評価をどのようにすればよろしいですかというところ

の評価用の荷重というところの決めの中に 「１／３Ｓ 地震」ということ、こ、
１

の表現については、これは実際のところはＪＥＡＧ４６０１－１９８４からの逆

引きの部分ではありますけれども、今回「Ｓ 地震」というのは、Ｓ というもの
１ １

がなくなってしまうとこの運用上困るのではないかと思われますので、それにつ

いての検討をしてみました。

それから、その次に、同じき裂安定性解析で「Ｓ 地震」という表現がござい
１

ますので、ここについての手だてが要るのではないかということで、ここに紹介

をしてございます。

その次が、原子力発電所内の使用済燃料の乾式キャスクの貯蔵についてでござ

いまして、これについては、普通は使用済燃料というのは使用済燃料プールで冷

却貯蔵されるわけでございますけれども、そのやり方を変えるのであれば別の考

慮が必要でしょうということでお考えいただいた指針類ということで、基準部会

の報告書でございます。これについても、使用済燃料プールと同じく「Ａｓクラ

ス」とするというような記述、あるいは「Ｓ 地震動」に対してというような記
２

述がございます。

というのが、早口で申しわけないのですが、今の基準指針類でこの耐震安全性

について発電用指針との関連があるところをご説明申し上げましたけれども、２

－３－３号へ行っていただきまして、今のご説明した中身を今度の耐震安全性に

関する「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」を先ほどの案のように直

すとしたら、こちらの方もこう直した方がよろしいのではないかということを事

務局でまとめてみたのが２－３－３号でございます。

まず最初に、重要度分類の話でございますけれども、これは説明調で出てくる

ところで、Ａ、Ｂクラスとあるものを、これは自動的に「耐震クラスⅠ、Ⅱ」と

すればよろしいのではないかというふうに思われます。
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その次、事故時の放射線計測に関する審査指針でございますけれども、これも

耐震クラス 「耐震Ａクラス」と書いてありますので、そこは「耐震クラスⅠ」、

と書けばよろしいというのが２か所ございます。

それから、ウラン・プルトニウム燃料加工施設について、先ほどのＭＯＸの話

でございますけれども、これは「Ａクラス」というものがもともとありましたの

で、それについては発電用の方が、先ほどご議論もありましたけれども「耐震ク

ラスⅠ」としましのたで、これは「耐震クラスⅠ」とするということと。

それから、その次のページに行っていただきまして、Ｂ、Ｃというのも自動的

にクラスⅡ、Ⅲというふうにしてみてはいかがということでございます。クラス

別施設についても 「Ａクラス」が今まであったので、急に実はないのですとい、

うのは言いにくいわけでございますから、これは「Ａクラス」は自動的に「耐震

クラスⅠ」と 「Ｂクラス」は「耐震クラスⅡ」というふうに変えてはいかがか、

と。

それから 「耐震設計評価法及び荷重の組合せと許容限界」というふうに２．、

でございますけれども、これにつきましては、今度の指針では「基準地震動の策

定」という表現あるいは「地震随伴事象に対する考慮」というものもつけ加えま

したので、そこの「参考とするものとする」の対象については表現を改めて平仄

を合わせてみてはいかがかというふうに考えてございます。

それから、先ほどの解説の部分についても 「Ａクラス」についての解説は、

「耐震クラスⅠ」についての解説だということでついてございます。

ということで、若干体裁的に後ほど質問をいただけると思いますけれども、も

ともとＡクラスのものはＳ で弾性設計をしていましたので、直ちにそれがＳ が
１ ２

来たとしても跡形もなくなるということは、これはあり得ないのであって、今度

の発電炉の指針の方では、ＳｄとＳｓというものは組み合わせて考えると、Ｓｄ

でもって弾性設計をするということが、とりもなおさずＳｓでもって安全機能が

保持されることの重要な説明手段であるというような位置付けもなされておりま

すので、ＡをいきなりＡｓというふうに読みかえてしまって厳しくなり過ぎない

かというご懸念は、そうではないのではないかというふうに事務局では考えてお

ります。

それから、再処理の安全設計審査指針でございますけれども、これについては
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先ほど申し上げたほとんど自動的に読みかえるということでございまして、一番

顕著なところは３ページ目の下から４分の１程度でございますが、今の指針では、

「Ａクラス」のうち、特に重要と判断される施設を限定して「Ａｓクラス」の施

設と呼称するというところでございますけれども 「Ａクラス」をやめましたの、

で、右側はアンダーラインしか書いていないということでこれは削除したらどう

かということでございます。

それから、リファーの関係についても、随伴事象も含めてリファーしてはいか

がかということで、それが３ページ目の一番下の表現でございます。

４ページ目に行っていただきまして、この読みかえのところで「耐震クラス

Ⅰ」というふうに読みかえることは同じでございますけれども、その４．のとこ

ろでございます。これも先ほどご説明したＳ の話でございますけれども、襲っ
１

てくる地震動というのは基準地震動Ｓｓによることを基本とすべきなので 「Ｓ、

クラスの地震」のところは「基準地震動Ｓｓによる地震力」というふうに読み
１

かえをしたらどうかというふうに考えてございます。

それから、埋設の方へ行きますと、下から３分の１程度でございますけれども、

「Ｃクラス」は、半ば自動的に「耐震クラスⅢ」というふうに書けばよろしいの

ではないかと。

それから、内部の飛来物については、先ほど申し上げたとおりＳ というもの
１

はなくなってしまいますから、そうなりますとかわりに「弾性設計用地震動Ｓｄ

の３分の１の地震動」というふうに書くのが適切ではないかと思われます。

それから、５ページ目に行っていただきまして、同じ地震動 「Ｓ 地震」を、
１

「弾性設計用地震動Ｓｄ」というふうに書いてはいかがかと。

それから、発電所内の使用済燃料の乾式キャスク貯蔵については、先ほど申し

上げたＡｓというのは自動的に「耐震クラスⅠ」ということ、それから「Ｃクラ

ス」は「耐震クラスⅢ」というような読みかえをしてはどうかということでござ

います。

それから、その他の指針についてということでございますけれども、これつき

ましては、先ほどウラン関係につきましては実際リンクはないと申し上げました

けれども、今よく見直してみますと、６ページ目に行っていただきまして、建築

基準法の引用の仕方を直した方が現行建築基準法との整合性が図れるというとこ
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ろの改訂がございます。建築基準法、今まで８２条の３第１号及び第３号を引い

ていたわけでございますけれども、その引っ張る先を１号のみにすると、第３号

は削除するということで、その下にございますけれども、建築基準法は現行こう

なっておりまして、第３号とは何だったのかということについて申し上げますと、

８２条の３の柱書きのところの右側ずっと行っていただきまして、国土交通大臣

が云々というところがございます。これは、旧規定によりますと、前２号に定め

るもののほか、建設大臣が特定建築物の構造方法に応じ、地震に対し、安全上必

要があると認めて定める基準に従った構造計算を行うことというのを独立して第

３号に置いてあったわけでございますけれども、それが、３号の中身が現行にお

きましては国土交通大臣というふうに改めて、なおかつ柱書きの方に移ってしま

ったので、これについてはそれにあわせた改訂をしてみたいというふうなことで

ございます。

特定ウランについても、中身は全く同じでございます。

駆け足でございましたけれども、発電炉用の指針が直るのであればここを直し

ておいた方がというか、直さないと結局は旧指針のようなものが改訂されてしま

ってなくなってしまったにもかかわらず、そっちを見なさいと書いてあっても見

る先がないということだと困りますので、このようにあわせて直してみてはいか

がかということで事務局でご提案をさせていただき、この場でご審議いただいて、

お認めいただければこれも報告の対象とさせていただきたいというふうに考えて

ございます。

以上です。

○矢川部会長 どうもありがとうございました。先ほどの２－２号の資料でいろ

いろ考え方等の、新しい考え方等が紹介されまして、それを原則的に別の施設に

当てはめたということで、一言で言えばよろしいですね。特にそれで新しい考え

方を盛り込んだということはほとんどないと、そういうふうに今お聞きしました

けれども、それでは何かご質問等ございましたら。

竹下委員、どうぞ。

○竹下委員 先ほど少し、私心配するところを申し上げたのですけれども、２－

２号の資料で最初ご説明になった参考資料第２号、耐震安全性に係る安全審査指

針類について（指示）に関する検討方針ということで大分古いやつなのですけれ
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ども、ここで原子力安全基準専門部会、平成１３年４月７日のあれで、この検討

の方向性のところに、核燃料施設試験研究用原子炉施設等の耐震安全性について

は、発電用原子炉施設における検討結果を踏まえて検討を行うものとすると、こ

うはっきり書いてあるんです。それが今、事務局がご説明になったように検討し

ましたと、これでいかがですかというふうに聞こえるのですけれども、確かにこ

の段階ではどういう方向で発電炉の指針が改訂されるかはもちろん読めなかった

ということもあるかしれませんけれども、少なくともこういう発電炉の指針の案

ができたところで、機械的にやれば、今、事務局がやったようなことになります

ねという、それは理解できるのですけれども、一度そういうそれぞれの指針をつ

くられた方等に、確かに発電炉の指針をいろいろ引用していますけれども、当時

のあれを全体的な前提のもとにいろいろ評価をしてそういうことになっているは

ずなので、本当にこれでいいのだろうかという検討はやはりやるべきではないか

と。そんなに長時間かかるかどうかは分かりませんけれども、少なくともそうい

うことは事務局でいろいろ調査をされて、例えば次回にそれで出すとか、そうい

うようなことが筋ではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。

○矢川部会長 これ事務局の方で。

○水間審査指針課長 今ご紹介のあった検討を踏まえて検討を行うものとすると

いうのはそういうふうに決めていたのですが、これをどうやって検討するかにつ

いては、結局は今、竹下委員おっしゃったように、発電炉の中身を見てみないと

言えないからということでこう書かれたのだと思います。事務局もこれは重々承

知の上で、ではこれをほかの指針に当てはめることができるどうかということに

ついても、専門委員の先生方には今いきなり説明して、いいかどうか言うのは乱

暴ではないかというご懸念もあるかもしれませんけれども、発電炉の指針を考え

る中で、一番重要な基準地震動の策定についてはかなり慎重に議論をしましたの

で、なおかつ今までの指針はほかの指針も含めまして、重要度分類については念

入りにご検討いただいたかもしれませんが、それぞれ施設の特性でありますとか、

安全機能についての考え方が当然違うから、念入りに指針をご決定いただいてい

ると思います。そこはよく分かっておりますけれども、それに対して外力として

襲ってくる地震力の話については、これは加工施設だろうが再処理施設だろうが、

発電炉だろうが、地震動の方が選んでやってくるわけではなくて、敷地ごとの固
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有の状況を考えれば、そこから先の入力の話というのは、これは共通のものとし

て考えられるのではないかというふうに思われます。

そうであれば、今から加工施設を前提としたという、あるいは再処理施設を前

提としたという、例えば検討するにしても、重要度分類については今までの指針

をつくっていただいたときに念入りに検討していただいておりましたので、それ

はもし問題があるということであればこれは直さなければいけないことになるか

もしれませんが、重要度分類については問題がないということであれば、これは

外力として襲ってくる地震動の話は、発電炉のもの、今までも引用するというか、

そのまま適用するというような考え方でございましたし、これは極めて共通性が

高いものであると思われますので、なおかつ一般の施設に対する重要度分類とし

ての物品は違うにしても期待される重要度の度合いが同じなのであれば、耐震安

全性についても同等レベルものを要求するというのが、これは安全規制をやる上

で極めて自然ではないかと思われますので、乱暴な言い方をするとある意味では

この発電用原子炉の耐震指針というものの考え方というものを変えて適用すると

いうことの方がむしろ難しいということ、だから施設重要度分類さえ今までと同

じというふうにご確認いただけるのであれば、それに対する入力側の話は変える

必要はないので、事務局としてはこのような提案をさせていただいているという

ところでございます。

○矢川部会長 青山委員、どうぞ。

○青山委員 ちょっと１点、ご質問させていただきますが、この２－３－３号の

資料の２ページと３ページ、同じことが出てまいりますが、２ページのＭＯＸの

方で申しますと、右側の真ん中よりちょっと下の大きな２．でございますが、こ

れは、内容は今度の指針に従って変えてございますけれども、表題はもとのまま

になっておりますが、これは、表題は総括的に以下の内容を示すからということ

でお変えにならなかったのかもしれないのですが、今度の文章では地震随伴事象

まで本文に入っておるところから、ちょっとこの表題では不適当ではないかなと

いう気がいたしますが、いかがでしょうか。

○水間審査指針課長 ご指摘ありがとうございます。今度の発電炉指針では、耐

震設計評価法というような言葉は消えてしまっておりますので、もしもお認めい

ただけるのであれば、例えば基準地震動の策定から始めてこれ全部書くと長いの
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で基準地震動の策定、それから耐震設計方針、荷重の組合せと許容限界等とか、

何かそのようなことに改めさせていただきたいと思います。

あと、似たようなところで、恐らく再処理の方にもございますけれども、そこ

も中身ではございませんけれども、本文の記述とあわせるといいますか、誤解な

いように工夫をさせていただきたいと思います。

○矢川部会長 どうもありがとうございます。それでは、ほかにございませんで

しょうか。

先ほどの竹下委員の関係で言いますと、これは外力が変わったことによること

であると、重要度分類等については変わらないのでそれは問題ないというのはよ

ろしいのではないかと思いますけれども、よろしいでしょうか。

ほかにいかがでしょうか。

では、どうもありがとうございました。それでは、引き続きまして 「耐震安、

全性に係る安全審査指針類について」についてご審議いただきたいと思います。

本専門部会から原子力安全委員会への報告文書を事務局の方で用意しておりま

すので、ご説明をお願いします。

○水間審査指針課長 それでは、資料２－４号でございます。表紙が１枚ついて

ございまして、今ご審議いただきました３点についてをまとめて報告をするとい

うスタイルをとってございます。

そういうことで、平成１３年６月２５日付で指示があった件に関しては、別添

の１、２、３ということで３通りで報告をいただくという案になってございます。

まず、別添１でございますけれども 「発電用原子炉施設に関する耐震設計審、

査指針」の改訂についてということで、基準・指針専門部会としてこのように改

訂を行うこととするとございましたけれども、先ほど草間委員からのご指摘があ

りましたところを確認させていただきますと、２ページ目の３．基本方針の中の

第２文「さらに」という文でございますけれども、この中の「放射線による」と

いうのを「環境への」の後へ持っていくというご指摘でございまして、これにつ

いてはご異論なかったというふうに理解しておりますので、そのようにさせてい

ただければと思ってございます。

あとは、このままのテキストでご了承いただいたと思っておりますけれども、

それで、別添の２というものがございます。別添の２につきましては、これは先
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ほどご説明申し上げましたけれども、分科会の見解というものを記というところ

から下にそのままカット＆ペーストしてございますけれども、原子力安全基準・

専門部会としての見解にこれをエンドースしていただきまして 「分科会におい、

てとりまとめられた下記の見解について、原子力安全基準・専門部会として了承

する 」というふうに変えさせていただいております。。

それから、別添の３で、今ご審議いただいたことで、この資料の説明を詳しく

していなくて申しわけなかったのですが、今ご審議いただきました件で、まず１．

のところが改訂等を行うこととするということで （１）から（８）までが、今、

読みかえのようなもので語句を置きかえて改めるというところの中身でございま

す。

それから（９ 、これは「参考」とするとか「そのまま」とか書いてあるもの）

については直しようがありませんので、というのはちょっと乱暴な言い方ですが、

それについては、発電炉指針が直ったからといって改訂に伴う規定の変更の必要

はないというところを記述してございます。それが７つについて、そのような扱

いをさせていただきたいと思ってございます。

それから、２．でございますけれども、これは分科会の方から報告のあった地

質調査の手引きでございますが、これにつきましては、この報告としては、今後

の議論に委ねることが適当であるという報告が分科会から上がってきましたので、

それをエンドースしていただければと思っております。

それから、３．その他の改訂については、先ほど申し上げました建築基準法体

系との整合を図る観点からの直しが２点でございます。

以上がこの基準・指針専門部会から原子力安全委員会委員長あてに報告をいた

だいたらどうかということで、先ほど、今の資料の中のすみません、別添３につ

きましては青山主査からのご指摘のある表題の部分についても適切な手直しをさ

せていただいて、この資料の直しを後で事務局でさせていただきたいと思ってご

ざいます。

以上でございます。

○矢川部会長 中にお気づきの点等ございませんでしょうか。

どうぞ、草間委員。

○草間委員 現行指針もそうなのですけれども、３ページのところで放射線の影
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響、効果と必ず「効果」とついていますよね。だから、放射線被ばくによる影響、

効果といったときの「効果」と言うと、すごくベネフィットのある効果というふ

うにとられてしまう可能性もあったりするので、だからできたらいっぱい出てく

るのですけれども、上のタイトルのところでは先ほど言ったように地震による発

生の可能性のある環境への放射線の影響のというだけで 「影響」で「効果」と、

いうのはないですよね。だから効果というと、ここで耐震クラスⅠのところで

「その 「その」というのが２回、２行目に「その」と出てきて、その機能そ」、

う失というのは施設の機能そう失で、その最後の「その影響、効果の大きい 、」

この「その」というのは環境への放射線の影響のという、だから代名詞が２つ出

てきてしまっているのですごく読みにくい。しかも、その影響、効果のこのとき

の効果というとすごくプロテクティブな効果が大きいというふうにも読めてしま

ったりするので、指針の中から私は希望としては、放射線影響を言う場合は効果

というのは全部取っていただいて、効果というとやはり一般の方たちはどう思う

かというといい影響でしょうということになってしまうのですね。だから、そう

いう意味ではこの際変えるとなると全部効果を取っていただくというのをちょっ

と希望したいと思うのですけれども、これはもう希望ですので。

○矢川部会長 ありがとうございます。これは何か、事務局からこれも、言葉の

使い方。

○水間審査指針課長 これ実は、放射線の効果ではなくて、ご承知のとおりでご

ざいますけれども、施設の例えば事態を防止するための機能の効果なので。

○草間委員 もしそうだとすると、耐震クラスⅡのところで影響、効果が比較的

小さいと、影響、効果は常に効果が小さいなんていうことがあってもらっては困

るわけですよね。もしそうふうに効果をとるとすればⅡの影響、効果は小さいと

いうのはおかしい。

○矢川部会長 今のご趣旨よく理解できましたので、あと事務局の方で今のご趣

旨を考慮、配慮するようにということでよろしいですか。どうもありがとうござ

いました。

ほかにいかがでしょうか。

それでは、どうもありがとうございました。この資料につきましては、先ほど

水間課長が言われましたように原子力安全委員会の方に報告するわけですが、そ
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の後、一般からの意見の公募が実施されるというふうに伺っております。そこで、

一般から寄せられました意見を踏まえた上で、必要に応じてこの部会及び分科会、

耐震分科会の方で再度ご審議いただくということになる可能性がございますので、

ご報告させていただきます。よろしゅうございましょうか。

どうもありがとうございました。

それでは、いろいろ文章的なものがまだ残っているのが一部ございますので、

それにつきましては部会長の方にご一任いただければと思います。

先ほど申し上げましたように、２－４号の資料につきましては原子力安全委員

会の方に修文の上報告させていただくということでございます。よろしくお願い

いたします。

では、この耐震の件はこれでよろしいですね。

では、次の議題でございますが、沸騰遷移後燃料健全性評価分科会の審議状況

についてお願いしたいと思います。

この分科会につきまして、その主査でございます久木田委員の方からご説明の

方をお願いしたいと思います。

○久木田委員 久木田でございます。大変時間が押しておりますので、これまで

の分科会での審議の結果につきましては、お手元の資料２－５－１号として報告

書が出ておりますが、本日は資料２－５－２号に基づきまして、報告書の要点だ

けをお話ししたいと思います。

その前に資料のタイトルでございますけれども、議事次第とちょっと食い違っ

ておりまして 「健全性評価報告書」という形になっておりますが 「健全性評、 、

価分科会報告書」ということですね。そういうことで説明させていただきます。

審議の経緯等につきましても、概要の中でごく簡単に触れさせていただくとい

うことにしたいと思います。

資料２－５－２号では、報告書等は説明の都合上、若干順番を入れかえてある

ところがありますが、右端のところに第１章とか第何節とか書いてございますの

で、適宜本文の方をご参照いただきたいと思います。

本分科会で検討の対象としておりますのは、１枚目の下の方に出ておりますよ

うな原子力学会の標準でございまして、これはＢＷＲにおける沸騰遷移というも

のを対象としております。現在の安全審査におきましては、ＢＷＲの設計基準事
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象のうち、運転時の異常な過渡変化につきましては、被覆管の破損を防止すると

いう観点から沸騰遷移が発生しないことを要求しております。現在のＢＷＲの設

計におきましては、このことを満足するような運転時の熱的制限値の設定等が行

われているわけであります。

一方で産業界は、設計、運転等の自由度の拡大の方策の一つとして、安全評価

において異常過渡の一部において、短時間の沸騰遷移を許容するということを試

行してまいりまして、十数年にわたって関連の技術開発を行ってきております。

産業界からの提案を受けまして、原子力学会の標準委員会で審議を行いまして、

２００３年６月にここに出ております標準が策定されたものであります。その中

身は２つの基準と、その基準に、セットとして使用されます熱水力解析手法の推

奨を中身としております。

次のページにまいりまして、沸騰遷移が模式的に書いてございますが、ＢＷＲ

の炉心の上方では燃料の冷却が被覆管の表面の液膜によって、液膜の蒸発ないし

沸騰によって行われております。異常な過渡変化で想定されておりますような出

力の急増、あるいは流量の急低下が起こりますとこの液膜の一部が破断いたしま

して、図にありますように蒸気に露出した部分が温度上昇を始める、しかしなが

ら、こういった事象ではスクラムによる原子炉出力の速やかな低下を期待できま

すので、最終的には液膜が復旧して冷却が復旧するということになります。

以下、具体例として取り上げますような事象では、沸騰遷移からリウェットま

での時間が大体１０秒程度、１０秒以下だというふうにお考えください。ここで

は異常過渡を考えておりますので、原子炉の圧力の変化はほとんどなく、それか

ら炉心の中の冷却材の循環も自然循環によって維持されております。

検討の背景と目的でありますが、この検討は、指針類の体系的見直しに関わる

最新知見の反映のための民間基準の検討の一つというふうに位置付けられており

ます。原子力学会が指針に関わるような標準を策定いたしましたのは今回が最初

でありまして、あと、安全委員会がこういった民間規格の取合いに関する評価、

検討を行うのも初めてでありますので、今回の検討はそういった評価、検討に関

わる様々な問題の摘出といったような役割も持っているというふうに理解してお

ります。

与えられた仕事といたしましては、標準の中身の技術的な妥当性、それから技
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術的な妥当性が認められた場合にそれを指針に反映するための方策といったこと

でございました。これでまず、技術的な検討についての作業を始めましたが、そ

のプロセスで指針との関わりについての審議も必要となったので、その点につい

ての意欲的な検討も行っております。また、必要に応じまして、学会、事業者か

ら追加説明、規制行政庁からのご意見も伺っております。

次のページにまいりまして、学会標準の中で提案されている２つの基準が示さ

れておりますが、これは横軸がドライアウトが発生して、燃料棒表面が高温に維

持された時間、縦軸が燃料棒表面の温度でありまして、幾つかの点が示されてお

りますが、黒い点が対応する原子炉内の実験によって燃料棒の破損が検出された

条件であります。一定の右下がりの傾向が見られますが、破損の限界を定量的に

決定するのには十分ではありません。そのことを考慮いたしまして、学会の基準

におきましてはまず赤い線、８００℃、１００℃という枠の中を囲ったものであ

りますが、この中であれば沸騰遷移が発生しても燃料の閉じ込め性能が維持でき

るというふうな判断基準を提示しております。

その中の破線は、比較的最近行いましたハルデン炉による燃料棒燃焼度が４０

。ＧＷｄ/ｔまでの実験結果でありまして、いずれも破損は検出されておりません

もう一つ、青い線が出ておりますけれども、これはたとえ沸騰遷移を経験して

も継続して燃料が使用できるという、その判断のための線として提案されている

ものであります。

この２つ目の線につきましては、この種の事象が起こったときに原子炉の出力

でありますとか、流量について得られたデータに基づいて炉心の中の状態を計算

し、それに基づいて被覆管の温度を判定するというものでありますけれども、こ

れについては今申し上げたような詳細設計に関する部分を含んでおりますし、そ

れから、実際の事象というのは想定事象とは当然ながら異なることが予想されま

すので、こういったものを使うにしても、再使用のための判断のめやすの一つに

留まるであろうと、そして２番目の点から基本設計についての検討を行う、本分

科会の検討対象としては適切でないということで検討の範囲外としております。

次のページにまいりまして、燃料の健全性に関する判断基準でありますが、こ

こでは改めてこういった事象において燃料が破損に至り得るメカニズムを検討い

たしました。下の方に色をつけた４つの破損モードが書いてございますけれども、
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右側の３つについては現象論的に燃料に関わる力を特定できるものでありまして、

これらについては発生の可能性が非常に低いというふうに判断いたしました。

したがいまして、学会の標準が想定しておりますように、燃料表面の酸化ある

いは水素吸収によって脆化が進んで何らかの力によって破損するという、一番左

側のメカニズムを想定することが妥当だと判断しております。

ここでは高温下での燃料表面の酸化、あるいは水素吸収、それからジルカロイ

の相変態といったことが脆化の上で重要でありますが、いずれも温度に依存いた

しますので、その次のページの一番上にありますように、こういった状況での燃

料の健全性を判断する上で温度と時間を用いるということは一つの選択として妥

当と考えています。

それから、標準で提案されておりますような温度、時間の範囲であれば、燃料

破損の可能性はごく低いと考えられますけれども、例えば標準で根拠としており

ますジルカロイ相変態温度等についても、近年の研究である不確かさが存在する

というふうなことが指摘されておりますので、被覆管の最高温度については努め

て大きな余裕を確保することが望ましいと結論しております。

それから、８００℃、１００秒というような枠を設定いたしました場合に、実

際の設定としてどういった変更が起こり得るのかというようなことについては、

標準から読み取ることはできないということで、本分科会といたしましては、そ

ういった具体的な事例についての事実確認の積み重ねというアプローチをするこ

とといたしました。

まず、第１点として右側のページにありますように、こういった手法の適用の

方法としては、従来から用いられている安全評価の方法に、今回新規に提案され

た解析モデルを組み込むということを前提といたします。従来の安全評価では、

炉心の特性等について様々な保守的な想定が行われておりますけれども、それと

同じものが使われていることを前提といたします。

次に、こういった沸騰遷移を許容した場合に、事業者としてどういった設計変

更を想定しているかということが次の右下、１０ページのところに書いてござい

ます。

第１は、ＢＷＲ３～５の比較的スクラム速度が遅いプラントについて、従来沸

騰遷移によって制限されていた運転制限値を低減する、緩和するというものであ
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りまして、この結果として、想定事象のうち出力上昇事象の一部において沸騰遷

移が発生することになります。

第２点は、ＡＢＷＲプラントに関するもので、ＡＢＷＲプラントで用いられて

います冷却材ポンプは機械的な慣性が小さいということから、これを補うために

ＭＧセットというものが用いられておりますけれども、これを削除するというこ

とを想定していると。この結果として、電源が喪失するような事象においては、

ポンプの回転数が急速に低下して沸騰遷移が発生するということが想定されてい

ます。

次のページが、そういった事態での被覆管表面の温度の予測例でありますが、

沸騰遷移が発生して表面温度が飽和温度から上がり始める。液膜が回復すること

によってすとんと温度が落ちて、もとの飽和温度に戻るという結果が出ておりま

す。

４本の線が出ておりますけれども、１番目が炉心の出口に近いところ、２番目

３番目、４番目の順で炉心の深い位置に対応しております。

こういった挙動を予測するモデルのうち、３つのモデルのうち２つについては

現在の安全評価で使われているものと同等でありますけれども、リウェットの時

刻を予測するものについては今回新規に提案されるものであります。

それについて検討した結果がその下のページでありまして、この点については

もちろん産業界で詳細な検討が行われていますけれども、その内容については商

業機密であって本分科会でも開示されなかったということから、下に書いてあり

ますように、原子力安全基盤機構が独自に行った解析結果も参照して検討いたし

ました。

この結果として、リウェット時刻の予測については、条件によっては非保守的

な結果をもたらす場合がある、そのことに注意して適用しなければならないとい

うことが指摘されております。

その右側の１３ページでありますけれども、そういったことでありますので、

実際に適用する際には、リウェットを考慮しないような解析を行って、被覆管の

表面温度がその場合でも十分に健全性を保障できる範囲にあることを確認すべき

であることを結論しています。

次の１４ページでありますけれども、こういった設計変更、あるいは安全評価
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において沸騰遷移を許容することが原子炉の安全性に対してどういった影響をも

たらすのかということについて、そこに列挙してあるような項目について検討し

てございます。

例えば、こういった事象をもたらす頻度が現実的にどれぐらいであるのか、そ

れからこういった事象が起こったときに燃料棒何本ぐらい、燃料集合体何体ぐら

いおいて温度上昇が発生しているのかということについても検討を試みたわけで

ありますけれども、学会での検討ではこういったことについては対象としており

ませんので、事業者からの聴取もいたしましたけれども、本分科会の範囲ではこ

れらについて定量的な結果を得るには至っていない。したがって、個別の審査に

おいてこういった点について検討する必要があると結論しています。

次のページにまいりまして、指針との関連でありますけれども、安全評価審査

指針では 「炉心は損傷に至ることなく、かつ、通常運転に復帰できる状態で事、

象が収束される設計」であることを確認することということが要求されています。

従来は沸騰遷移を防止することを判断基準の一つとして使ってきたわけでありま

すが、沸騰遷移を許容する場合に、この指針で要求されている性能に関してどう

いった問題が生じるかということについて検討いたしました。

この指針の要求することについて、そこに示すような解釈を行い、さらに、現

行指針の下では沸騰遷移を許容していないということで、燃料の温度上昇によっ

て周辺の燃料棒あるいは周辺の炉内構造物に対する波及効果を考慮しなくてもよ

いということになっている。それから、沸騰遷移の防止を前提とした運転管理が

確立している。こういったことも含めて検討の対象といたしました。

その結果といたしまして、その下のページにありますように、ある範囲につい

ては妥当と判断し、そしてその範囲についても実際の安全評価に適用するための

幾つかの条件を挙げております。ここに挙げておりますのは非常に端折った表現

でありますので、詳しくは報告書の６章の５ページあたりをご覧いただきたいと

思いますけれども、要点といたしましては、今回私どもの分科会で具体的な検討

対象といたしました実機の解析例というのはそこに示すような温度、時間範囲に

ある。これについては、燃料の健全性という観点から許容することが妥当である

というふうに考えております。

それから、こういったものを許容する場合にも、安全評価審査指針の従来の判
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断基準、沸騰遷移を許容しないという判断基準を置き換える、あるいは併置する

というような形ではなくて、安全評価審査指針のただし書き、つまり、この指針

に適用しない場合であっても妥当と認められる場合には許容すると、そのことに

よって運用することが妥当であるというふうに考えております。

以下、適用のための条件としてこれまで述べてまいりましたようなモデルの不

確かさとか、それから波及効果についての評価を求めております。

それから、これは要件ではありませんけれども、こういった考え方を安全評価

に適用する場合には、沸騰遷移を生じるような事象が原子炉の寿命期間に発生す

る確率が十分に低いことを申請者においては示すことが望ましいという一つの留

意事項がつけ加えられております。

以下、今まで技術的な点を中心にご説明してまいりましたけれども、右側の別

紙というところでは検討の視点というふうに書いてございますが、当初こういっ

た視点を立てて走り出したというわけではなくて、様々な試行錯誤する過程で出

てきた議論をまとめるとこういうふうになるというのが正直なところでございま

す。

１番目は、両指針との適合性でありますけれども、これは問題ないとして、２

番目の運用可能性、つまり、こういった考え方を持ち込んだときに後段規制、例

えば運転管理、あるいは実際にトラブルが起こったときの対処等について、問題

が適切に摘出されて見通しが立っているかということ。それから３番目、適切性、

これは非常に苦しい表現でありますけれども、安全委員会といたしましては従来

から原子炉施設の安全性の維持向上についての働きかけを行っているわけでして、

こういった今回の提案がそういったことと整合するものであるか、それから指針

の整理・体系化等の長期的な施策とも整合するものであるかということについて

も、我々としては検討の視点として取り上げた次第です。

ただし、２番、３番については、学会側の標準策定の段階では検討の対象とし

ていなかった部分が大半でありますので、この点については分科会の席上、学会

側と様々な議論があったということを申し上げておきたいと思います。

非常に簡単ですが、以上です。

○矢川部会長 どうもありがとうございました。大変説明を詳しく、判り易くし

ていただきましてどうもありがとうございました。
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この分科会、久木田先生初め分科会の先生方には大変厚く御礼申し上げたいと

思います。

それでは、何かご質問とかご討論がございましたらどうぞ、お願いいたします。

よろしいでしょうか、ございませんか。

では、久木田先生、どうもありがとうございました。

それでは、報告書につきましても、２－５－１号の報告でございますが、これ

につきましても原子力安全委員会に報告いたしまして、その後、一般からの意見

公募が実施されるということでございまして、その一般からのご意見を踏まえた

上、必要に応じて本専門部会及び健全性評価分科会で再度ご審議いただくことに

なるかと思いますので、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。

それでは、あと何か細かいこと、字句の修正等ございましたら、これは部会長

に一任ということでよろしくお願いいたします。

本日予定しておりました議事は以上でございますが、その他にありますでしょ

うか。

事務局の方から……、その前に鈴木委員長から。

○鈴木安全委員長 どうも、今日は長時間にわたりましてご審議いただきまして

ありがとうございました。

耐震設計、安全審査指針等、この沸騰遷移後の燃料健全性評価の分科会の分科

会、いずれも大変重い議題だったためにどうしても時間がかかってしまったので

はないかと思います。しかしながら、両案とも基本的にお認めいただいたようで

ございまして、安全委員会の方でご報告いただきましたら速やかにパブコメにか

けられるような手続をしたいと思います。

今日は、本当にどうもありがとうございました。

○矢川部会長 どうもありがとうございました。

では、事務局の水間課長からよろしくお願いします。

○水間審査指針課長 それでは、今後の手続についてご確認等お願い申し上げた

いと思います。

先ほどご審議いただきました資料２－４号の中身につきましては修正をさせて

いただいて、矢川部会長にご確認をいただいた上で、それからもう一つ、沸騰遷

移後燃料健全性評価分科会報告書につきましては、これをそのまま原子力安全委
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員会の方へ報告をさせていただくということにさせていただきたいと思ってござ

います。

それで、先ほどパブコメの話がございましたけれども、先ほどのまず耐震の方

でございますけれども、別添１として指針案を発電用原子炉施設に関する耐震設

計指針案、それから別添２の方のこの基準・指針専門部会の見解、これに関する

意見につきましては、まず大元のテキストの方を分科会でご検討いただいており

ましたので、それに対する一般からのご意見につきましては、まずはその検討分

科会の方で対応方針をご検討いただきたいということをこの場でお認めいただけ

ればと思ってございます。

それから、先ほど事務局の方がご提案申し上げた、ご承認いただいた各種指針

類につきましては、分科会の方ではなくてこちらの専門部会の方でやるというこ

とでございます。ですから、別添１と別添２については、まず分科会でやった結

果について報告をまたここでいただいて、なおかつその方針についてまたここで

ご議論いただくということがよろしいのではないかと思いますので、その点をこ

の場でご承認いただければと思ってございます。

それから、沸騰遷移後燃料健全性評価分科会報告書につきましても、これは分

科会の方でテキストを作っていただきましたので、まず寄せられた意見につきま

しては、これもそちらの分科会の方にまずご審議をいただいて対応方針をご検討

いただくことで、この場のご了承がいただければそのようにさせていただきたい

と思っておりますけれども、その点ご確認をいただきたいと思ってございます。

矢川先生、よろしいでしょうか。

○矢川部会長 どうもありがとうございました。以上、事務局からの今後の手続

につきましてご了解、ご了承いただけますでしょうか。

どうもありがとうございました。

○水間審査指針課長 あともう一つ、今後の日程でございますけれども、一般か

らの意見公募ということで、どれだけの意見が来るかどうかにもよりますけれど

も、次回、各分科会の方を先にやらさせていただくということで、今ご了解いた

だきましたので、その分科会での応募意見に対する処理方針、この議論がまとま

りつつある段階で、次回のこの専門部会の日程調整をさせていただきたいと思っ

ておりますので、今日は具体的な日程についてはご提案申し上げることができま
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せんので、よろしくお願い申し上げます。

以上です。

○矢川部会長 どうもありがとうございました。本日は、大変こちらの不手際で

１時間以上も遅れてしまいましてどうも大変申しわけございませんでした。

それでは、本日の第２回の会合をこれにて終了させていただきます。

どうもありがとうございました。

午後 １時１３分閉会




